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地域別に見た外交
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第1節

アジア・大洋州

【総 論】
日本を取り巻くアジア・大洋州地域の安
定と繁栄の確保は、日本の安全と繁栄のた
めに不可欠であり、地域諸国との関係の強
化が重要である。
今日のアジア・大洋州地域には、「機会」

み ぞ う

と「挑戦」が共存する。未曾有の経済的繁
栄と域内相互依存関係の深まり、共通の生
活様式の浸透等を通じた一体感の醸成等
は、地域の一層の発展に向けた大きな「機
会」である。また、中国とインドの台頭も
そうした「機会」の一つである。その一方
で、朝鮮半島や台湾海峡を巡る情勢といっ
た日本の安全保障にも直結する問題、テロ
や海賊、エネルギー問題、新型インフルエ
ンザ等の感染症といった地域共通の困難な
課題、ナショナリズムの高まりといった不
安定要因等、安定・繁栄・協調のアジアを
形成していく上で直面せざるを得ない「挑
戦」も存在する。
アジア・大洋州地域においては、こうし
た「機会」をとらえて更なる発展を遂げる
とともに、地域共通の課題に対して連携し
て対処していこうとする地域協力のネット
ワークが重層的に展開しつつある。こうし
た協力は、東南アジア諸国連合（ASEAN）

＋３（日本、中国、韓国）に加え、インド、
オーストラリア、ニュージーランド等も大
きな役割を果たしつつ、将来の東アジア共
同体形成を地域の共通目標として深化しつ
つあり、１２月には第１回の東アジア首脳会
議（EAS）が開催された。
以上の状況を踏まえ、日本は以下の３点
を基本的な方針として、アジア・大洋州外
交に取り組んでいる。
第一に、安定した国際関係構築のため、
地域の安定にとって不可欠な日米安全保障
体制を堅持して不安定化の動きに対する抑
止力を引き続き確保しつつ、外交的努力に
よる問題解決と諸国間の信頼醸成を図る。
同時に、軍事力増強の動きに対しては透明
性の向上を求め、また、平和の定着のため
の様々な努力を継続しつつ、伝統的な脅威
とは異なる課題に関しては「人間の安全保
障」確保のための取組を進めていく。
第二に、かつてアジア諸国の人々に対し
て多大の損害と苦痛を与えた歴史の事実を
謙虚に受けとめ、痛切なる反省と心からの
おわびの気持ちを常に心に刻みつつ、強固
な民主主義に支えられた「平和国家」とし
て戦後６０年一貫して取り組んできた実績を
踏まえ、日本自身が経験してきた「経済的
繁栄と民主主義による平和と幸福」の道を
たどるアジア諸国の歩みを助け、共にこの
地域の平和を維持し、発展を目指してい
く。同時に、自由や民主主義、市場経済等
の普遍的価値を共有する諸国との戦略的連
携を図りつつ、域外の国・地域との間でも
対話と協力を継続・強化し、アジア・大洋
州地域を「開かれた」地域とする。
第三に、金融、経済連携、投資、国境を
越える問題等の幅広い分野における協力を
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積極的に主導し、この地域全体を更に発展
させる。
これらの方針の下、２００５年には、各国・
地域の首脳・閣僚と種々の二国間会談及び
多国間会議を通じた対話を進め、地域協力
の推進に努めた。また、北朝鮮情勢を巡る
六者会合等の安全保障分野における問題解
決の努力、日中経済パートナーシップ協
議、ASEAN諸国や韓国との間の経済連携
協定（EPA）の締結またはそのための交
渉やインド、オーストラリアとの間での共
同研究の推進等の経済分野における協力を
含め様々な分野での協力を積極的に推進し
てきた。さらに、アジア太平洋経済協力
（APEC）、ASEAN地域フォーラム（ARF）、

アジア欧州会合（ASEM）等の多国間の
枠組みを通じ、他の地域との間でも幅広い分
野における協力関係の強化に努めてきた。
なお、小泉総理大臣が１０月１７日に靖国神
社を参拝したことに対して、中国及び韓国
からは遺憾の意の表明があった。これに対
しては、累次の機会をとらえ、小泉総理大

おもむ

臣は祖国のために心ならずも戦場に赴き命
を落とさなければならなかった方々に対

あいとう

し、心からの哀悼、敬意及び感謝の気持ち
をささげるとともに、不戦の誓いを込め
て、総理大臣の職務としてではなく一人の
国民としての立場で靖国神社に参拝してい
る、との日本の考え方を説明し、理解を求
めてきている。

１．朝鮮半島

【総 論】
日本に隣接する朝鮮半島は、北東アジア
地域に位置する日本にとって最も重要な地
域の一つである。
韓国は、地理的に最も近いだけではな
く、日本と民主主義、市場経済等の基本的
な価値観を共有し、共に米国との同盟関係
にあり、政治、経済、文化といったあらゆ
る面で極めて密接な関係にある重要な隣国
である。近年、両国の関係は一層の深みと
広がりを見せており、将来に向けて一層強
固な友好協力関係を発展させることが、日
韓両国のみならず北東アジア地域の平和と
繁栄にとって極めて重要である。
２００５年は、竹島問題や歴史認識の問題等
を巡り、両国関係が難しい問題に直面した
局面もあったが、日韓国交正常化４０周年の
節目の年を記念して行われた「日韓友情年
２００５」の交流事業等を通じて、国民レベル
での交流が着実に進展した。

ピョンヤン

北朝鮮については、日朝平壌宣言に基
ら ち

づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案
を包括的に解決し、地域の平和と安定に資
する形で日朝国交正常化を図るという基本

方針の下、「対話と圧力」の考え方に基づ
いて様々な施策を講じてきた。
核問題については、７月に約１年１か月
ぶりとなる第４回六者会合が開かれた。休
会期間を挟み約２か月にわたった同会合で
は、六者会合として初の共同声明が発表さ
れ、その中で北朝鮮が、「すべての核兵器
及び既存の核計画」の検証可能な廃棄を約
束するなど、大きな前進があった。ただ
し、その後、米国がマカオ所在の銀行に対
してとった資金洗浄対策措置を理由に、１１
月の第５回六者会合第１次会合で北朝鮮側
が態度を硬化させ、共同声明の実施の方向
性を示す議長声明の採択を除いては、具体
的成果のないまま休会となった。結局、そ
の後も北朝鮮側が米国による当該措置の解
除を六者会合出席の前提条件としたことか
ら、第２次会合が開催されないまま、２００６
年を迎えることとなった。
２００４年末から中断していた日朝間の協議
については、前述の第４回六者会合の際の
日朝間の協議の際にこれを再開することで
一致し、１１月には約１年ぶりに日朝政府間
協議が行われた。翌１２月の同協議では、拉
致問題を含む諸懸案を包括的に解決するた



第２章 地域別に見た外交

20

朝鮮半島を巡る情勢 

月 日朝関係 核問題 南北関係 北朝鮮の第三国関係 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26 北朝鮮側から日本側に対
し、横田めぐみさんの「遺
骨」とされた骨片に関する
日本側の鑑定結果を「ね
つ造」と断定する「備忘
録」を伝達。日本側は同日、
北朝鮮側が今後同様の
対応に終始する場合には、
「厳しい対応」を講ぜざる
を得ないとする外務報道
官談話を発表 

10 日本側から北朝鮮側に対
し、「備忘録」への反論
文書である「北朝鮮側『備
忘録』について」を伝達 

13 
 
 
 

27

北朝鮮側から日本側に対
し、従来の主張を繰り返
すＦＡＸ文書を伝達。同日、
日本側から反論 
田中実氏を16人目の拉
致被害者として認定 

11 
 
 
 

13

北朝鮮、使用済み核燃料
棒の再処理を終えたとす
る外務省スポークスマン
談話を発表 
米朝接触（ニューヨーク） 

16～19 南北次官級会談（北朝鮮・
開城） 

14～16 
17 
 
 

21～24

６・１５統一大祝典（平壌） 
鄭東泳（チョン・ドンヨン）
統一部長官と金正日国
防委員長との会談（平壌） 
第１５回南北閣僚級会談
（ソウル） 

9～12 第10回南北経済協力推
進委員会（ソウル） 

9 
26～8/7

米朝接触（北京） 
第４回六者会合第1次会
合（北京） 

12～14 
 

25 
 
 

28～30

唐家　（とう・かせん）中
国国務委員訪朝 
白南淳（ペク・ナムスン）
外相とタクシン・タイ首相
が会談（バンコク）　　　
白南淳外相ラオス訪問 

14～17 自主平和統一のための８・
15民族統一大祝典（ソウ
ル） 

7 第４回六者会合の際に日
朝協議が行われる（北京） 

13～16 第16回南北閣僚級会談
（平壌） 

27～10/1 ビン・ベトナム外務次官
訪朝 

28 第11回南北経済協力推
進委員会、南北経済協力
協議事務所開所（開城） 

3～4 日朝政府間協議（北京） 9～11 第５回六者会合第1次会
合（北京） 

5～8 アレクセーエフ・ロシア外
務次官訪朝 

24～25 日朝政府間協議（北京） 13～15 モリスＷＦＰ事務局長訪
朝 

13～16 第17回南北閣僚級会談
（済州） 

8～11 
 

9～11 
 

13 
 

17～20 
 

28～30

呉儀（ご・ぎ）中国副総理
訪朝 
プリコフスキー・ロシア極
東全権代表訪朝 
メガワティ前インドネシア
大統領訪朝 
リチャードソン米国ニュー
メキシコ州知事訪朝 
胡錦濤（こ・きんとう）中
国国家主席訪朝 

13～19 
 

20

第５回六者会合の際に日
朝協議が行われる（北京） 
日朝政府間協議の再開
合意を発表 

13～19 第４回六者会合第2次会
合（北京） 

14～17 
 

27～29 
 

27～30 
30～9/2

プリコフスキー・ロシア極
東全権代表訪朝 
武大偉（ぶ・たいい）中国
外交部副部長訪朝 
カンタティ・タイ外相訪朝
リーチ米国下院議員一行
訪朝 

23 李海　（イ・ヘチャン）韓
国国務総理と金永南（キ
ム・ヨンナム）最高人民会
議常任委員会委員長と
の会談（インドネシア・バ
ンドン） 

2～5 
 

12～15 
 

21～25

姜錫柱（カン・ソクチュ）
第一外務次官訪中 
メガワティ前インドネシア
大統領訪朝 
金永南最高人民会議常
任委員会委員長インドネ
シア訪問 

10 北朝鮮、核兵器の製造や
六者会合参加の無期限
中断を内容とする外務省
声明を発表 

19～22 王家瑞（おう・かずい）中
国共産党対外連絡部長
訪朝 

2 北朝鮮、弾道ミサイル発
射のモラトリアムにはもは
や拘束されないとする外
務省「備忘録」を発表 

22～27 朴奉珠（パク・ポンジュ）
首相訪中 
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め日朝間で「包括並行協議」を立ち上げる
ことで一致するなどの進展があった。こう
した中で、日本にとって最優先課題である
拉致問題については、累次にわたり、①生
存している拉致被害者の早期帰国、②安否
不明者についての真相究明、③容疑者の引
渡し－を強く求めている。日本は拉致、
核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決
なくして国交正常化はないとの方針で一貫
しており、拉致協議、安全保障協議、国交
正常化交渉の３つからなる「包括並行協議」
でもこの方針を堅持している。

（１）日朝関係

日朝関係については、２００４年の日朝実務
者協議の結果を踏まえた一連の対応があ
り、２００５年前半は全く対話が途絶えた状態
が続いたが、９月の第４回六者会合第２次
会合の機会に政府間協議を立ち上げること
で一致し、その後、同協議を通じ「包括並
行協議」を設置することで一致するなど一
定の前進があった。ただし、拉致問題につ
いては、北朝鮮側が「解決済み」との基本
的立場を崩していないことから、目に見え
る具体的な進展が得られないまま１年以上
が過ぎた。具体的な経緯は以下のとおりで
ある。
２００４年に３回にわたって行われた日朝実
務者協議は、結局、北朝鮮側から拉致問題
に関する納得のいく説明が得られないまま
終わった（注１）。日本政府は北朝鮮側の迅速
かつ納得のいく対応がない場合には、「厳
しい対応」をとる方針であると伝えたが、
北朝鮮側は非建設的な対応に終始した。
さらに、北朝鮮側は２００５年１月２６日、横

田めぐみさんの「遺骨」とされた骨片に関
する日本側鑑定結果はねつ造であるとする
１月２４日付「備忘録」を日本側に伝達する
とともに、同骨片の返還を要求した。これ
に対し、日本は同日、外務報道官談話を発
表し、今般の北朝鮮側の対応は「極めて遺
憾」であり、「極めて非建設的である」と
指摘し、このような対応に終始する場合に
は、「『厳しい対応』を講ずることとせざる
を得ず、その可能性についてより具体的な
検討を行う考えである」と言明した。その
後、２月（注２）と４月（注３）に同様のやり取りが
北京の「大使館」ルートを通じて行われた
が、それ以上の具体的動きはなかった。
この結果、日朝間の対話は、２００５年の前
半を通じて途絶えていたが、８月７日、第
４回六者会合第１次会合の最終日に日朝間
の協議が行われ、さらに、続く９月の第２
次会合の際にも協議が連日行われたこと
で、日朝間の対話再開の機運が高まり、結
局、同協議の際に、日朝政府間協議を再開

（注１）２００４年５月の日朝首脳会談における金正日（キム・ジョンイル）国防委員長の約束に基づき、８月、９月、１１月の３回にわたって行った日朝実務者協議で
は、拉致問題に関し、北朝鮮側から納得のいく説明は得られなかった。それだけでなく、北朝鮮側から拉致被害者の一人である横田めぐみさんの「遺骨」として
提供された骨から別人のDNAが検出され、また、提供を受けたその他の情報及び物証についても、「８名死亡、２名は入境を確認せず」との北朝鮮側の説
明には客観的な裏付けがないことが判明した。

（注２）日本政府は２月１０日、北朝鮮の「備忘録」への反論文書において、改めて、生存する拉致被害者の即時帰国とすべての安否不明の拉致被害者に関して、
真実を早急に明らかにするよう要求した。しかし、北朝鮮側は、同文書への回答（２月２４日）において、依然として非建設的な対応をとったことから、日本は同日
に外務報道官談話を発表し、北朝鮮に迅速かつ納得のいく対応を求め、北朝鮮側が非建設的な対応に終始する場合「厳しい対応」を講じざるを得ない旨を
再度明らかにした。

（注３）北朝鮮側は４月１３日、北京の「大使館」ルートを通じ、「（日本は）万景峰（マンギョンボン）９２号の入港禁止等、我が国に対する布告なき『制裁』措置を断行し
ている」との内容のFAX文書を日本側に伝達した。これに対し、日本は、改正船舶油濁賠償保障法が北朝鮮の船舶のみを対象としている訳ではなく、当該船
舶から入港の申請があれば関係国内法にのっとり対応することとなっている旨の反論をした。

この画像は、著作権等の関係で表示出来ません。
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することで一致した。
その結果、１１月３日から４日には、日朝
政府間協議が約１年ぶりに北京で開催され
た。協議において日本側は、最優先の外交
課題である拉致問題につき、日本が認定し
ている１１件１６名の事案に関し、北朝鮮側に
対し、①生存者の早期帰国、②真相の究

シン グァン ス キム セ ホ

明、③容疑者（辛光洙、金世鎬、魚本公
博）の引渡しを改めて強く求め、拉致問題
に進展がなければ政府として厳しい対応を
決断することになると改めて伝えた。これ
に対し北朝鮮側は、拉致問題は解決済みと
の立場を維持したが、日本側が引き続き拉
致問題を懸案事項として提起することは理
解していると述べた。一方で、北朝鮮側
は、日本の植民地時代の被害者の問題等

しん し

「過去の清算」の問題に日本側が真摯に取
り組むべきであると主張した。これに対
し、日本側は「過去の清算」の問題につい
ては、日朝平壌宣言に従って、今後、誠実
に協議していく用意があると説明した。さ
らに、今後の日朝関係全般を進展させるた
めの協議の枠組みについて日本側から提案
を行い、お互いに提案を重ねていくことと
した。
１２月２４日から２５日に再び北京で行われた

日朝政府間協議では、北朝鮮側が１１月の協
議における日本側の提案を受け入れ、①拉
致問題等の懸案事項に関する協議、②核問
題、ミサイル問題等の安全保障に関する協
議、③国交正常化交渉－の３つの協議を並
行して行っていくことで一致した。また、
日朝双方は、拉致問題、安全保障問題など
双方が関心を有する懸案の解決のため、誠
意をもって努力し、具体的な措置を講じる
ことを確認した。１２月の協議の結果を受
け、２００６年２月４日から日朝包括並行協議
が開催された。この協議において、最優先
課題である拉致問題をはじめ、核問題、ミ
サイル問題等の安全保障問題に関し、日本
政府の広範な懸念や要求を直接伝えたこと
には一定の意義があったが、具体的進展を
得ることはできなかった。また、同協議の
中で、国交正常化交渉も３年３か月ぶりに
再開されたが、日朝平壌宣言に明記されて
いる「一括解決・経済協力方式」（注４）に関し、
同方式が具体的に意味するところについ
て、北朝鮮側から正しい理解は得られてい
ない。政府としては、引き続き「対話と圧
力」の基本的考え方に立って、諸懸案の解
決に向け、総合的に施策を講じ、粘り強く
対応していく考えである。

（２）拉致問題に関する取組

拉致問題は、日本国民の生命と安全に直
接かかわる極めて重大な問題であり、日本
政府は日朝間の協議の場で、拉致問題の解
決に向けた迅速かつ前向きな行動を繰り返
し強く求めるとともに、国連をはじめとす

り

る国際場裡においても本問題をとりあげて
いる。４月の国連人権委員会で、拉致問題
への言及を含む「北朝鮮の人権状況」決議
が採択されたのに続き、１２月には、国連総

会本会議で初めて「北朝鮮の人権状況」決
議が採択された。また、日本は同月、北朝
鮮による拉致問題を含め、国際社会におけ
る人権問題に取り組む「人権担当大使」を
任命した。
拉致問題は国際的な広がりを見せつつあ
る。１０月には、日本へ帰国した拉致被害者
等の証言で、タイをはじめとする日本以外
の国（注５）でも北朝鮮に拉致された可能性の

（注４）日朝平壌宣言に提示されている「一括解決・経済協力方式」とは、「１９４５年８月１５日以前に生じた事由に基づく両国及びその国民のすべての財産及び請
求権を相互に放棄」し、これにより、いわゆる慰安婦・強制連行の問題等も含めて、植民地支配に起因する金銭支払請求は、いかなる名目・根拠にかかわらず、
法的に完全かつ最終的に解決されたものとするとともに、これと並行して日本から北朝鮮に対して経済協力を行うことをいう。なお、日本と韓国との国交正常化
交渉においても、財産及び請求権の問題については、この「一括解決・経済協力方式」により解決が図られ、日本から韓国に対し、無償資金協力として３億ド
ル、有償資金協力として２億ドル、合計５億ドルの経済協力が実施された。

（注５）これまで報道等で名前の挙がった国（地域）としては、タイのほかに韓国、レバノン、フランス、オランダ、イタリア、ルーマニア、ヨルダン、マレーシア、マカオがあ
る。
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ある者が存在することが明らかとなり、内
外の関心が集まった。日本は、これらの
国々とも情報交換等を行い、拉致問題の解
決に向け、緊密に協力していく考えであ
る。
なお、４月２７日、政府は新たに入手した
証拠に基づき、田中実氏を拉致被害者と認
定したことで、政府が認定した北朝鮮によ
る拉致事案は１１件１６名となった。
また、日本政府として拉致被害者とは認
定していないが、北朝鮮に拉致された可能

しっそう

性を排除できない、いわゆる特定失踪者に
ついても、１１月の日朝政府間協議を含む累
次の機会に、北朝鮮側に情報の提供を求め

てきている。
加えて、日本は以前から北朝鮮に「よど
号」ハイジャック犯の身柄引渡しを求めて
いるが、「よど号」犯の元妻の証言等によ
り、「よど号」グループが欧州での拉致事
案に関与していたことが明らかとなってい
る。欧州で北朝鮮工作員と接触していたと
して、日本旅券の返納命令が出されていた
「よど号」犯の妻等については、２００４年ま
でに、帰国した５人が逮捕されている。北
朝鮮側に対しては、「よど号」犯の引渡し
についても、日朝間の協議の場で重ねて提
起してきており、今後も強く求めていく考
えである。

北朝鮮による拉致問題は日本が強く解決を求めている問題ですが、近年では日本の働きか

けにより、国連の人権フォーラムにおいても積極的に議論されています。

国連人権委員会では、２００３年から３年続けて拉致問題の解決に言及した「北朝鮮の人権状

況」決議が採択されました。２００５年３月に日本やEUが提出した決議では、北朝鮮側の協力

や拉致問題を含む同国の人権状況に改善が見られなければ、国連の他の機関（特に総会）が

北朝鮮の人権状況をとりあげるよう要請しています。

同決議を受け、１１月には、人権問題等を担当する国連総会第三委員会で、北朝鮮に対し

「強制的失踪の形態における外国人の拉致に関する未解決の問題」につき深刻な懸念を表明

するとともに、「拉致問題の早期解決を含む過去の人権委員会での決議の履行」等を要請す

る決議が採択され、総会本会議でも大差の賛成多数により採択されました。国連総会で北朝

鮮の人権状況についての決議が採択されたのはこれが初めてです。

一連の決議の採択、特に国連総会における採択は、北朝鮮に対する国際的な圧力となると

考えられます。日本は、決議の履行を国際社会とともに北朝鮮に求めていくと共に、人権問

題担当の山中�子外務大臣政務官及び２００５年１２月に新たに任命された齋賀富美子人権担当大

使を積極的に活用し、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に取り組んでいきます。

「北朝鮮の人権状況」決議って何？
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（３）北朝鮮に対する「圧力」

政府の対北朝鮮政策に係る基本的考え方
は「対話と圧力」である。「対話」につい
ては、日朝政府間の協議や、後述の六者会
合を通じて行ってきているが、同時に政府
として「圧力」となる措置も講じてきてい
る。
主要国首脳会議（G８サミット）など多
国間の会談や、米国、韓国、中国、タイ等
との二国間会談の際には、日本側から拉致
問題や核問題を提起し、日本の立場に対す
る理解と協力を求めてきている。また、前
述の「北朝鮮の人権状況」決議やG８サミッ
トの議長声明等には、拉致問題への明確な
言及が盛り込まれている。こうした二国
間・多国間での取組は、北朝鮮に対する
「圧力」となっていると考えられる。
また、北朝鮮による大量破壊兵器・ミサ
イル等の拡散活動や不法活動に対しても、
関係国と緊密に協力しつつ、必要な措置を
政府全体として講じている。拡散に対する
安全保障構想（PSI）は、特定の国家を対

象とするものではないが、日本の厳格な輸
出管理とあわせ、北朝鮮の拡散活動に一定
の抑止効果を持っているものと考えられて
いる。また、北朝鮮による通貨偽造や資金
洗浄（マネー・ロンダリング）等の不法活
動についても、米国など関係国と緊密に情
報交換している。３月１日に施行された改
正船舶油濁損害賠償保障法も、特定の旗国
の船舶を対象とするものではないものの、
結果として日本に入港する北朝鮮籍船舶数
の大幅減少につながったものと見られる。
なお、２００４年に議員立法で可決された「外
国為替及び外国貿易法の一部を改正する法
律」（改正外為法）は、日本の平和と安全
の維持のため特に必要があると認める場合
には、日本政府の判断で送金や輸出入の規
制等を実施することを可能にするものであ
る。こうした政策手段があること自体、北
朝鮮に対する一つの「圧力」として作用し
ていると考えられる。

（４）北朝鮮の核問題

北朝鮮の核問題は、日本を含む北東アジ
ア地域の平和と安定に対する直接の脅威で
あるとともに、核兵器不拡散条約（NPT）
を中心とする国際的な不拡散体制に対する
深刻な挑戦である。こうした中、日本は、
六者会合を通じた問題の平和的解決を追求
している。
２００５年前半は、米朝間の対立もあり六者
会合が再開されない状況が続いたが、７月
から９月にかけて開催された第４回会合で
「共同声明」の採択を達成するなど、同年
後半は一定の前進があった。ただし、１１月
の第５回会合に前後して、北朝鮮側が米国
政府のとった資金洗浄対策の措置を理由に
六者会合への出席に消極的な姿勢を示すよ
うになったことから、同会合以降、年内の
再開は実現しなかった。六者会合プロセス

における具体的な動きは次のとおりであ
る。
２００４年６月の第３回六者会合以降、北朝

おも

鮮は米国大統領選挙の様子を見るという思
わく

惑もあり、六者会合の開催に応じない状態
が続いた。２００５年に入って、六者会合の再
開が期待されたが、北朝鮮はライス米国国
務長官によるいわゆる「圧政の拠点」発言
に強く反発し、２月１０日には、核兵器の製
造や六者会合の無期限中断を表明する「外
務省」声明を出した。さらに、３月２日に
は、弾道ミサイルの発射モラトリアムには
もはや拘束されないとする「備忘録」が公
表され、５月１１日には、「外務省」スポー

ヨンビョン

クスマンが、寧辺の黒鉛減速炉で８，０００本
の使用済み核燃料棒を取り出す作業を終え
たと発言するなど、極めて非建設的な態度
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をとり続けた。世界のメディアでは、北朝
鮮による核実験実施の可能性に関する報道
も行われた。
他方、こうした緊張状態を受け、関係六
者それぞれが、六者会合再開に向けた外交
努力を傾注した。来日したライス国務長官
は、３月１９日、上智大学で行った講演で、
北朝鮮が「主権国家」であることを否定し
てはいないと発言した。これを受け、北朝
鮮側は５月８日、同長官の発言の真意を確
認するための米朝間協議を提案し、５月１３
日と６月６日にニューヨークで米朝接触が
行われた。また、この間、南北間の対話も
進展し、６月には南北首脳会談５周年記念
式典（６．１５統一大祝典）の機会に平壌で
チョンドン ヨン

鄭 東泳韓国統一部長官と金正日国防委員
長との会談が行われ、金正日委員長は「米
国が我々を相手として認め、尊重すること
が確かであるならば、７月中にも六者会合
に出ることができる」と発言した。こうし
た一連の外交活動を経て、７月９日、北京

キム ケ グァン

でヒル米国国務次官補と金桂冠外務副相
との間の米朝接触が行われ、北朝鮮は約１
年１か月ぶりに六者会合を開催することで
一致した。
この結果を受けて、７月２６日から９月１９
日にかけ、約１か月の休会を挟み、第４回
六者会合が開催され、以下の主な内容を含
む共同声明が発表された。
①廃棄の対象：北朝鮮は、「すべての核
兵器及び既存の核計画を放棄するこ
と、並びに、NPT及び国際原子力機
関（IAEA）保障措置（注６）に早期に復帰
することを約束」
②平和的利用：北朝鮮は、「原子力の平
和的利用の権利を有する旨発言」し、
「他の参加者は、この発言を尊重する
旨述べるとともに、適当な時期に、北

朝鮮への軽水炉提供問題について議論
を行うことで合意」
③国交正常化：米朝、日朝の国交正常化
をそれぞれ六者会合の最終目標の一つ
に明記するとともに日朝が、「平壌宣
言に従って、不幸な過去を清算し懸案
事項を解決することを基礎として、国
交を正常化するための措置をとること
を約束」
この共同声明は、２００３年８月に始まった
六者会合のプロセスで初めての共同文書で
あり、またその中で、北朝鮮が「すべての
核兵器及び既存の核計画」の検証可能な放
棄を約束している意味は大きく、北朝鮮の
核問題の平和的解決に向けた重要な基礎と
なるものである。
その後、１１月９日から１１日に第５回六者
会合第１次会合が開催された。同会合で
は、前述の共同声明実施のための計画の作
成につき、意見の一致を見るとともに、そ
の作成に向けた作業の指針を示す議長声明
が発表された。日本からは、①核廃棄・検
証、②経済・エネルギー支援、③二国間関
係－からなる３つの交渉分野を設け、迅速
かつ並行して包括的に実施することを提案
したほか、他の参加国からも具体的提案が
なされた。他方、北朝鮮が、米国がマカオ
の銀行に対してとった資金洗浄対策の措
置（注７）を激しく非難したことなどもあり、
同会合は具体的前進を得られないまま一時
休会となった。
なお、その後も北朝鮮は、米国が六者会
合の進展を望むのであれば、「金融制裁」
解除のための実際的な措置を講じるべきで
あるとの主張を続け、同措置を巡る米朝関
係の現状を理由に、次回会合の参加に極め
て消極的な立場を示している（注８）。

（注６）IAEA 保障措置の詳細については、第３章第１節６．軍縮・不拡散の該当ページ参照。
（注７）９月１５日、米国政府は、北朝鮮の不法活動（麻薬、通貨偽造等）による収益の資金洗浄に関与したとして、マカオにある「バンコ・デルタ・アジア」を、米国愛

国者法第３１１条に基づき、主要な「資金洗浄懸念」のある金融機関と指定した。この指定を受け、同銀行で取付け騒ぎが発生し、９月２８日にマカオ当局が経
営権を取得、北朝鮮関連口座を凍結した。北朝鮮は米国の措置を「金融制裁」だとして強く反発しているが、米国はあくまで一般的な法執行であるとしており、
事態の打開の具体的めどは立っていない。

（注８）なお、２００６年１月に訪中した金正日国防委員長は、胡錦濤（こ・きんとう）国家主席との会談で、「六者会合の困難を克服し、会談を引き続き前進させるための
方途を採る上で、中国と共に努力する」と言及した。
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（５）朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）

KEDOは、北朝鮮によるウラン濃縮計
画の発覚を受け、２００３年１１月以降、軽水炉
プロジェクトを停止してきた。さらに、
２００５年２月の北朝鮮による核兵器保有宣言
等もあり、同プロジェクトを継続するため

の基礎が完全に失われたと判断した。１１月
に開かれたKEDO理事会では、同プロ
ジェクトを「終了」すべきであるとの基本
方針が理事会メンバーの間で共有された。

（６）「脱北者」の問題

北朝鮮から外国に逃れた北朝鮮住民を一
般に「脱北者」としているが、その背景に
は北朝鮮における厳しい食糧難、経済難、
人権侵害等があるものと推測されている。
「脱北者」については、政府として、関係
者の安全、人道上の配慮など種々の観点を
重視し、これらを総合的に勘案しながら対

応してきている。
「脱北者」の問題にいかに取り組むかは、
北東アジア地域全体にとっても重要な問題
であり、関係国間で意見交換していくこと
は有益である。日本は、中国を含め、関係
国との間でもこれまで様々なレベルで意見
交換してきている。

（７）南北朝鮮関係
ノ ム ヒョン

韓国の盧武鉉政権は、対北朝鮮政策と
ひょうぼう

して、「平和・繁栄政策」（注９）を標榜してい
る。
２００５年は、５月の次官級会談、「６・１５
統一大祝典」の際に行われた鄭東泳統一部
長官と金正日国防委員長との会談以降、
２００４年の後半から途絶えていた閣僚級会談
が６月、９月、１２月の３度にわたり行わ
れ、経済協力推進委員会が７月と１０月の２
度開催されるなど、南北間の交流や協力事
業は活発に進められた。

ケ ソン キョンウィ

南北双方は、「開城工業団地」、「京義線
トン ヘ クムガンサン

及び東海線の鉄道・道路連結」、「金剛山観
光事業」の三大協力事業を推進している。
「開城工業団地」については、２００４年末以
来、韓国企業の生産活動が行われており、
２００５年１０月には、南北経済協力協議事務所
が開所された。「金剛山観光事業」につい
ては、１９９８年の開始以来、２００５年６月に観
光客数が累計で１００万人を記録した。８月

と１１月には、金剛山で離散家族再会事業も
行われた。離散家族再会事業は、８月に初
めて南北間の光ファイバーケーブルによる
画像再会も行われ、１１月と１２月及び２００６年
２月にも画像再会事業が実施された。「京
義線及び東海線の鉄道・道路連結」につい
ては、南北間の連結工事はほぼ終了してい
るものの、往来の安全の全般的保障がなさ
れていない状態である。
韓国政府による対北朝鮮支援について
は、５月の次官級会談で２０万トンの肥料支
援に合意し、６月の閣僚級会談を受けて１５
万トンの追加肥料支援を決定したほか、７
月の経済協力推進委員会で米５０万トンの提
供に合意し、２００６年２月、韓国政府は１５万
トンの肥料支援を決定した。また、６月の
鄭東泳統一部長官と金正日国防委員長との
会談の際、韓国側は、北朝鮮が核廃棄に合
意すれば、韓国が独自に２００万 kWの電力
を直接送る方式で提供することを内容とす

（注９）これは、北朝鮮の核問題を解決し、朝鮮半島の平和と安全を確保した上で、南北間の和解と交流を進め、朝鮮半島の繁栄を目指すものであり、そのための原
則として、①対話を通じた懸案解決、②相互信頼、互恵主義、③南北当事者原則に基づく円滑な国際協力、④国民参加拡大―を掲げている。こうした「平和・
繁栄政策」は、基本的に「確固たる安全保障体制を敷きつつ、南北間の和解・交流を積極的に進める」という金大中（キム・デジュン）前政権の「包容政策」を
受け継いだものと言える。
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る「重大な提案」を北朝鮮側に提示し、こ
の考え方は、第４回六者会合の共同声明に

も反映された。

（８）北朝鮮内政・経済

北朝鮮は、金正日国防委員長が主に朝鮮
労働党を通じて全体を統治しており、「先
軍政治」と呼ばれる軍事優先政策を実施し
ている。
北朝鮮は、１９９８年以来、思想、政治、軍
事、経済の強大国である「強盛大国」の建
設を標榜し、近年は経済復興に努力してお
り、１９９９年以来６年連続でプラス成長を持
続している。２００５年の食糧生産高は、前年
の収穫を上回ったと見られ、これまで大幅
に縮小されていた食糧配給制度が正常化し
たとされている。一方、こうした食糧増産
等を受けてか、北朝鮮は８月に国連世界食
糧計画（WFP）など北朝鮮で人道支援に
携わる国際機関に対し、支援の態様を「人
道支援」から「開発支援」に変更するよう
要請し、北朝鮮で活動中の１０余りの国際民
間支援団体の活動の打切りを求めた。この
ような動きに対し、日本を含む国際社会は
懸念を深めている。
北朝鮮は、社会主義圏崩壊以降の厳しい
経済難から、１９９０年代中盤以降、部分的か
つ漸進的な措置に限って改革を実施してき
ている（注１０）。しかし、エネルギーを含め、

全般的な資材・資金不足の中で、そうした
措置が生産活動の活性化につながっている
のか、貧富の差の拡大をもたらしていない
のかなどは不透明であり、引き続き注視し
ていく必要がある。
また、近年中国との経済関係が急速に拡
大しており、以前から増加傾向にある貿易
面だけでなく、中国から北朝鮮への投資も
活発化している。特に中朝国境地域にある
ム サン

茂山鉄山をはじめとする鉱山を中心に投資
が活発化しており、１０月には中国の無償技

テ アン しゅん

術提供により、大安親善ガラス工場が竣
こう こ きんとう

工した。１０月に胡錦濤中国国家主席が訪朝
した際にも経済協力について協議された。
２００６年１月には金正日国防委員長が訪中
し、中国中部・南部の経済施設を視察した
が、北京で行われた首脳会談で金正日国防
委員長は、中国南部の各経済特区への視察
の所感として、その発展ぶりに「新たな感
動を受けた」と述べ、中国の改革・開放路
線を評価した。北朝鮮は、今後、この視察
を踏まえて、現状より更に積極的な経済改
革を提示することとなるのかが注目され
る。

（注１０）２００２年７月には、価格体系や配給制度の変更を含む「経済管理改善措置」を実施し、一定範囲で利潤の追求を認めている。また、２００３年には公の管理の下
に、総合市場を全土に３００か所余り設置したとされ、個人や企業が農産品や消費財を販売している。
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1978

（注）2002年の歳出は決算額が公表されなかったため予算額。2003年7月ごろ北朝鮮の公式レートが、1ドル150ウォン程度に 
　    なったため、1ウォン=約0.8円。10億ウォンは約8億円。 
出典：ラヂオプレス 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004（年） 

450

400

300

350

200

250

150

100

50

0

歳出 

（億ウォン） 

（
不
公
表
） 

歳  出 国防費 

北朝鮮の国家歳出と国防費の推移 
（1978年～2004年） 

出典：韓国銀行 

1990 20042003200220012000199919981997199619951994199319921991 （年） 
ー8

ー6

ー4

ー2

0

4

2

8

6

経済成長率 
北朝鮮の経済成長率 

（1990年～2004年） 

1,200
GNI（国民総所得） 

1,000

800

600

400

200

0

北朝鮮の経済状況 

GNI（億ドル） 一人当たりGNI（ドル） 経済成長率（％） 



アジア・大洋州 第１節

29外交青書 2006

日韓間の出入国者数 
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出典：法務省、国際観光振興機構 

（９）日韓関係

１９６５年の日韓国交正常化以降、両国関係
はあらゆる面で大きく発展してきた。特
に、２００２年のサッカー・ワールドカップ共
同開催の成功、「日韓国民交流年」（注１１）、「日
韓共同未来プロジェクト」（注１２）の実施等を通
じて着実に醸成されてきた日韓両国民間の
相互理解と交流の流れは、２００５年の国交正
常化４０周年を記念して行われた「日韓友情
年２００５」（注１３）により、一層高まった。
「日韓友情年２００５」では、１月に東京と
ソウルで両国首脳が参加して盛大に開催さ
れたオープニングを皮切りに、９月にソウ
ルで行われ５万人の市民が集まった「日韓
交流 おまつり」、１２月にソウルで行われ
た「友情年記念コンサート」をはじめ、７００
件を超える記念行事が日韓両国の各地で催
された。折からの韓国大衆文化ブーム（い
わゆる「韓流」）や、Kポップ、Jポップの
流行等とも相まって、「日韓友情年２００５」
を通じ、日韓両国民の互いの文化に対する

すそ

関心は更に高まるとともに、市民交流の裾
の

野が広がったと言えよう。
また、この４０年間で両国民の往来数も飛
躍的に増えた。国交正常化当時の両国間の
人の往来は年間約１万人だったが、現在で
は一日１万人を超え、２００５年には約４１０万
人の往来があった。日韓両政府は、このよ
うな人的交流の拡大の流れを定着させるべ
く、交流環境の整備のための施策を講じて
いる。その一環として、８月１日から東京

キン ポ

の羽田空港とソウルの金浦空港を結ぶ航空
便が一日４便から８便へ増便された。ま
た、「愛・地球博」の期間中、韓国人に対
して査証免除措置を実施するとともに、同
措置を２００６年２月まで暫定延長した後、査
証免除実施期間中の全体的な実施結果を踏
まえ、３月以降の恒久的査証免除を決定し

た。これらを通じて、年間往来者数が更に
拡大することが期待される。２００６年１月２０
日、両国間の効率的かつ効果的な刑事共助
を可能とする「刑事に関する共助に関する
日本国と大韓民国との間の条約」が署名さ
れた。こうした実務的協力の枠組みを一つ
一つ整備し、実績を重ね、両国間の協力関
係を更に強固にしていくことは重要であ
る。
同時に、２００５年は、日韓間の諸懸念を巡
り、両国関係に困難な時期が見られた年で
もあった。２月２３日に島根県議会において
「竹島の日」条例が上程されたことを契機
に、韓国の対日感情は急速に悪化した。盧
武鉉大統領は３・１節記念演説において、
「両国関係の発展には、日本の政府及び国
民の真摯な努力が必要」であり、日本は「過

きゅうめい

去の真実を糾明し、心からおわびし、反
省」すべきであると表明した。「竹島の日」
条例が成立した３月１６日の翌１７日には、韓

（注１１）日韓両国がワールドカップを主催するという重要な機会をとらえ、政府間だけでなく、幅広い分野で多くの国民の参加を得て、交流事業を推進していこうという
もの。１９９９年９月、小渕総理大臣が金鍾泌（キム・ジョンピル）国務総理と会談した際に提案したもので、続く１０月の日韓閣僚懇談会で正式に合意された。

（注１２）２００２年７月の日韓首脳会談で、小泉総理大臣と金大中大統領により、日韓共催のワールドカップの成功を記念し、両国間の青少年、スポーツ、草の根交流
等への年間１万人以上の参加を実現するよう両政府として支援していくことに合意し、２００３年及び２００４年共にこの目標を達成している。

（注１３）２１５ページ参照
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国政府は、「国家安全保障会議常任委員会
声明文」（注１４）を発表して対日政策を見直す方
針を明らかにし、２３日、盧武鉉大統領は
「日韓関係に関する国民への手紙」（注１５）の中
で、過去の問題について日本に対し、「外
交的に断固として対応する」との強い姿勢
を明確化するなど、対日姿勢を強めた。こ
れに対し、日本側は、竹島に対する日本の
領有権に関する立場は以前から一貫してい
ることを明確にした上で、韓国国民の過去
を巡る心情を重く受けとめ、和解に基づく
関係構築を呼びかける町村外務大臣談話を
発表した。竹島は、歴史的事実に照らして
も国際法上も明らかに日本固有の領土であ
る、というのが日本の一貫した立場であ
り、この立場を今後とも主張していくが、
政府としては、お互いの立場は立場とし
て、大局的見地からこの問題が両国の友好
協力関係を損なわないよう努力していくこ
とが重要と考えている。この点について、
累次の機会に韓国側に対して理解を求め、
確認している。
４月、文部科学省が２００６年度用の中学教
科書検定の結果を発表した。これに対し、
韓国政府は、前回検定時のように、外交ル
ートを通じて多数に上る具体的な修正を要
請することはなかったものの、特に歴史教
科書の一部の記述と、公民教科書の竹島の
領有権に関する記述をとりあげ、遺憾の意
を表明した。政府としては、日本の教科書
検定制度の趣旨及び仕組みについて誠実に
説明を行い、韓国を含む近隣諸国の理解を
求めてきているところである。
その後、４月と５月の２度にわたる外相
会談、６月２０日にソウルで行われた小泉総
理大臣と盧武鉉大統領との首脳会談を経
て、日韓関係は平静へと向かった。首脳会
談で小泉総理大臣は、韓国国民の過去を巡
る心情は重く受けとめており、一時期意見

の相違があっても大局的見地から両国関係
を未来志向で前に進めたい、過去に起因す
る問題については人道的観点から可能な限
り進める、との立場を伝えた。また両首脳
は、「教科書小グループ」を新設した形で
の第２期日韓歴史共同研究の発足（注１６）、新
たな追悼・平和祈念施設についての検討、
日韓交流の拡大、北朝鮮の核問題の平和的
解決のための日米韓の連携等で合意した。
１０月１７日の小泉総理大臣の靖国神社参拝
の意味を巡り、日韓間の意見の相違が顕在
化したが、このような中でも、１０月下旬の
パン ギ ムン

潘基文外交通商部長官の訪日は当初の予定
どおり実施され、また、１１月の韓国・釜山
での第１７回APEC閣僚会議の際の日韓外
相会談、１２月のクアラルンプールでの
ASEAN＋３外相会談の際の日韓外相会談
も行われるなど、外交当局間のハイレベル
の対話は維持された。
１２月１８日、日韓国交正常化４０周年に際
し、麻生外務大臣は談話を出した。その中
で、日韓国交正常化４０周年の意義を改めて
評価し、過去を巡る韓国国民の心情を重く
受けとめ、人道的観点から、過去に起因す
る諸問題に真摯に対応していくこと、未来
志向の日韓関係構築のための相互理解及び
信頼関係の強化の必要性を改めて強調し
た。日韓の過去に起因する諸問題について

（注１４）韓国国家安全保障会議（NSC）常任委員会の声明では、以後の対日関係につき、「宿命的なパートナー」としての関係を重視しつつも、竹島と過去史関連で
は「断固たる措置をとる」旨の方針転換を図る旨が表明された。

（注１５）３月２３日に大統領府（青瓦台）のホームページに掲載された。
（注１６）日韓歴史共同研究は、２００１年１０月に行われた日韓首脳会談において、歴史教科書問題に関連し、正確な歴史事実と歴史認識に関する相互理解の促進が

重要であるとして、立ち上げに合意された。日韓の歴史学者で構成される日韓関係史に関する共同研究委員会とともに、官民で構成される合同支援委員会
を設置し、２００２年５月に第１回全体会合を開催した。共同研究は２００５年３月まで約３年間にわたって行われ、６月に最終報告書を公表した。

会談を前に握手する小泉総理大臣と盧武鉉韓国大統領
（６月２０日、ソウルの大統領府 写真提供：内閣広報室）
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留学生数の推移 
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ワーキングホリデー 
査証枠を1,000人
→1,800人に拡大 
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日 韓 間では、
1993年から本プ
ログラムを開始 

は、日本は、歴史共同研究の推進、朝鮮半
島出身者の遺骨調査・返還に向けた作業の
推進（注１７）、在韓被爆者問題への対応（注１８）、在
韓ハンセン病療養所入所者（注１９）への対応、
在サハリン「韓国人」に対する支援（注２０）、

北朝鮮への引き渡しを前提とした北関大捷
碑の韓国への引渡し（注２１）など、多岐にわた
る分野で真摯に取り組み、目に見える進展
を図ってきている。

（注１７）旧軍人・軍属の遺骨については、終戦直後から昭和２３年にかけて、朝鮮半島出身旧軍人・軍属の遺骨７，６４５柱を韓国に返還したが、縁故者が明らかでない
遺骨１，１３５柱については、現在も政府が祐天寺（東京都）に保管している。旧民間徴用者の遺骨については、政府としては必ずしもその実態を把握していな
かったが、２００４年の指宿での日韓首脳会談において小泉総理大臣より、旧民間徴用者の遺骨調査・返還についても人道的観点からの支援を表明しており、
国内の民間企業、地方自治体、宗教団体の協力を得つつ所要の作業を進めてきている。２００５年には、実務者レベルを含む４回にわたる政府間協議を行い、
韓国側と連携して進展を図るべく努力してきている。

（注１８）第２次世界大戦時に広島もしくは長崎に在住して原爆に被爆した後、日本国外で居住している方 に々対する援護の問題。これまで国外に居住している被爆
者は、被爆者援護法に基づく手当の認定申請や葬祭料の支給申請を来日して行う必要があったが、１１月３０日から、申請を行う被爆者の居住地を管轄する
在外公館その他最寄りの在外公館等を経由して申請を行うことが可能になった。

（注１９）終戦前に日本が設置した日本国外のハンセン病療養所入所者が、「ハンセン病療養所等に対する補償金の支給等に関する法律」に基づく補償金の支払を
求めている問題。２００６年２月１０日、同法が改正され、新たに国外療養所の元入所者も補償金の支給対象となった。

（注２０）終戦前、様 な々経緯で朝鮮半島出身者が旧南樺太（サハリン）に渡り、終戦後、ソ連による事実上の支配の下、韓国への引揚げの機会が与えられないまま、
長い期間にわたり、サハリンへの残留を余儀なくされたとの経緯がある。

（注２１）１５９２年、豊臣秀吉の朝鮮出兵（文禄の役）の際の義勇軍の活躍を記念して、１７０９年に、現在の北朝鮮・咸境北道（ハムギョン・プッド）に設けられたもの。日
露戦争の際に旧日本陸軍関係者が「日朝両国の親睦（しんぼく）を永遠に保つ上において、このような碑が永存することは両国間の感情を害する因となる」と
して、日本に持ち帰り、靖国神社がその保存管理を行っていたが、北朝鮮へ引き渡すことを前提として１０月１２日に韓国側に引き渡された。２００６年３月、同碑は
北朝鮮に引き渡された。
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2004年３月から韓国
からの修学旅行生
に対し査証免除 1997年の通貨危機

の影響により減少 

「日韓友情年２００５」実行委員会の事業として９月２４日に行われた「日
かんとう

韓交流 おまつり」では、日本から秋田県の竿灯や青森県のねぶた、

韓国からサムルノリ（注１）やタルチュム（仮面劇）等、日韓合わせて３７団体、計１，９００人が出演

し、約５万人のソウル市民が集いました。会場となったソウル市内の大学路では、観衆が一

緒に掛け声をかける姿も見られ、引きも切らない大きな拍手と声援で大盛況となりました。

これほどの規模で日韓両国の祭りが韓国で実演されたのは初めてのことであり、その成功

は、日韓間で若い人たちを中心とした交流が確実に広がっていることを示すものでした。

１２月２７日には両国の学生による討論会「日韓

青少年 対話の広場」がソウルで行われました。
キムヨンウン

韓国哲学者の小倉紀藏実行委員と金容雲諮問委

員のプロデュースの下、事前にインターネット

を通じて両国学生の意見を募り、当日は約１００

名の学生が活発な議論を繰り広げました。議論

の結果は、「未来への宣言」として両国政府関

係者に手渡されました（詳細については、日韓

友情年２００５公式ホームページ（注２）にてご覧くだ

さい）。

日韓両国の人の往来は国交正常化から４０年を

経て、今や年間４００万人を超える規模に達して

おり、また、２００４年の韓国人入国者数は、日本

への外国人入国者全体の約２６％、国別で第１位

となっています。日韓両国間の交流や協力が今

後とも更に広がっていくことが期待されます。

「日韓交流 おまつり」と「日韓青少年 対話の広場」

青森県のねぶた

韓国の「プチェチュム（扇の舞）」
（注１）頭を振って踊りながら４種類の打楽器を演奏する舞踊。
（注２）http://www.jkcf.or.jp/friendship２００５/
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（１０）日韓経済関係

経済分野では、２００５年は、前年に引き続
き日韓間の貿易が増大し（総額で前年比約
９％増）、投資も高い水準を維持した。ま
た、企業間の提携・協力関係も IT分野で
進展するなど、両国の経済関係は一層深化
したものとなった。
２００４年２月１７日に署名された日韓社会保
障協定は、２００５年４月１日に発効した。本
協定により、日韓双方の年金制度への強制
加入による二重加入が回避されることに

なった。
一方、日本ののり輸入割当（IQ）制度
について、３月、世界貿易機関（WTO）
パネルが韓国の要請に基づき設置された
（２００６年１月、日韓間で紛争の解決につい
て合意に達したため（注２２）、パネルは終了し
た）。また日本は、韓国ハイニックス社製
半導体DRAMに対し、２００４年８月から続
けた調査の結果、２００６年１月に相殺関税を
賦課することを決定した（注２３）。

（１１）韓国情勢

（イ）内政
２００４年４月の総選挙で与党ウリ党は、総
議席２９９議席の過半数となる１５２議席を獲得
したが、その後１０名の議員が公職選挙法違
反で議員資格を喪失したことから２００５年に
補欠選挙が２回実施されることとなり、そ
の結果、４月３０日の選挙（６議席）と１０月
２６日の選挙（４議席）のいずれにおいても、
ウリ党は１議席も確保できず、ハンナラ党
が両選挙合わせて９議席、無所属が１議席
を確保し、ウリ党は総議席の過半数を割り

ムン ヒ サン

込む結果となった。１０月２８日、文喜相議長
をはじめとするウリ党執行部は、補欠選挙
全敗の責任をとって総辞職した。
２００３年２月に発足した際は国民の高い支
持を得ていた盧武鉉政権であったが、経済
不況等により、就任後早くから支持が低下
した。盧武鉉大統領の支持率は、２００４年の
弾劾訴追決議とそれに続く総選挙、２００５年
３月の竹島問題を巡る対日強硬姿勢の表明

すうせい

などの際に一時的に上昇した以外は、趨勢
的に低い状況が続いている。
盧武鉉大統領は、自らの政権と与党に対
する世論の支持の低迷傾向を踏まえ、その

打開策の一環として、７月、青瓦台（大統
領府）ホームページに掲載した２つの書信
（５日の「韓国政治、正常に戻るべし」と
２８日の「党員同志の皆様への手紙」）を通じ
て、最大野党ハンナラ党との連立を呼びか
けた。同大統領のねらいには、連立の条件
として自ら提示した選挙制度改正を通じ、

あくへい

長年にわたって韓国政治の悪弊と指摘され
てきた地域主義の克服があったとされる
が、野党ハンナラ党の反応は極めて冷やや
かであり、大統領及び与党ウリ党の支持率
上昇にはつながらなかった。

キムグン テ

１２月３０日、鄭東泳統一部長官及び金槿泰
保健福祉部長官などウリ党の次期大統領候
補と目される閣僚が相次いで辞意を表明し
た。これを受け、２００６年１月２日に小幅な

イ ジョンソク

内閣改造が行われ、李鍾�国家安全保障
会議（NSC）事務次長が統一部長官に内
定した。盧武鉉大統領は、この内閣改造で

ばってき

自らの側近を抜擢し、政権指導力の強化を
図ったとの見方もあり、このような動きと
も相まって、次期大統領選を巡る動きが活
発化するものと予想される。

（注２２）韓国は、日本の制度が WTO協定の関連規定に整合的でないと主張したが、二国間協議によって、韓国産ののりを対象とした輸入割当枠を１０年後に１２億
枚まで拡大することで合意した。

（注２３）日本は、韓国におけるハイニックス社支援措置が補助金に該当し、補助金の交付を受けた同社製品の輸入による日本の国内産業の実質的な損害を認めた
結果、同社製品に対し、２７．２％の相殺関税を賦課することとした。
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（ロ）経済
２００４年に４．６％にとどまった韓国の経済
成長率（GDP成長率）は（注２４）、２００５年に入っ
ても、輸出は堅調であったものの、消費心
理の悪化と、企業の設備投資の不調による
内需の冷え込みから更に落ち込んだが、後
半に入って、国内消費が回復し、依然好調
な輸出と相まって回復基調にあり、年間で
４．０％となった。貿易は輸出入とも順調に
拡大したが、２００５年の貿易黒字は、原材料
や原油の価格の高騰により前年の２９４億ド
ルから２３５億ドルに減少した。失業率は依

然３％台の低水準を維持しているものの、
失業率に反映されない求職断念者が多く、
また青年層が失業者の半数近くを占めてい
る。
一方で、大企業と中小企業間の格差、所
得階層間の格差が広がる「両極化」が進ん
でいる。盧武鉉政権は２００６年１月の新年演
説において「両極化」を大きくとりあげる
など、この問題を重視しており、雇用の創
出、及び社会セーフティーネットの構築を
推進するとしている。

２．中国とその近隣地域及びモンゴル国

（１）中華人民共和国

【総 論】
日中関係が、最も重要な二国間関係の一
つであることは、両国の共通認識である。
経済関係や人的交流は大きく拡大してお
り、相互依存関係の深まりは、日中関係の
基調の堅固さを示している。政府として
は、中国の経済発展は「好機」であるとの
基本認識の下、中国の台頭を歓迎してお

り、日中関係を未来に向けて発展させてい
くという日本の基本方針に揺るぎはない。
これに対して、中国側も、対日関係重視の
基本方針を堅持しており、２００５年９月に行
われた胡錦濤国家主席の演説（注２５）の中でも、
「日中関係を健全かつ安定的、前向きに発
展させ、日中両国人民の世々代々の友好を
続けていく」との方針が表明されてい
る（注２６）。
日中間には意見の異なる分野もあるが、
これが日中関係全体の発展に影響を与える
ことはあってはならず、大局的な視点に
立って未来志向の協力関係を強化していく
ことが重要である。
日本としては、以上の日中両国の基本的
立場に基づき、引き続き、個別の問題が日
中関係全体の発展の支障とならないよう、
真剣な対話を通じて解決していくととも
に、幅広い分野における協力関係を強化
し、地域や国際社会に貢献する日中関係を
構築していく考えである。

（注２４）２００３年から、GDP成長率を含めた経済統計の基準年度は１９９５年から２０００年に変更された。
（注２５）「中国人民抗日戦争及び世界反ファシスト戦争勝利６０周年」記念大会におけるもの。
（注２６）このほか、中国の対日方針を示すものとして、温家宝（おん・かほう）総理が３月の全国人民代表大会の際に発表した「３つの原則」（①歴史を鑑（かがみ）と

し未来に向かう、②「一つの中国」原則の堅持、③協力を強化し、共に発展する）と「３つの提案」（①ハイレベル相互訪問を促進する、②双方の外交部門が
共同で日中友好の戦略的研究の強化に着手する、③歴史が遺留した問題を適切に処理する）及び、４月の日中首脳会談の際に胡錦濤国家主席が提示
した「５つの主張」（①３つの文書の厳格遵守、②歴史を鑑とし未来に向かう、③台湾問題を正しく処理、④対話・協議を通じ、相違を適切に処理、⑤交流と協
力の強化、共通利益の拡大）がある。

アジア・アフリカ首脳会議に際して会談に臨む小泉総理大臣と胡錦濤中
国国家主席（４月２３日、インドネシア・ジャカルタ 写真提供：内閣広
報室）
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2005年の主な日中政府間対話 

日中電話外相会談（2月15日） 
日中電話外相会談（3月15日） 
日中外相会談（4月17日、於：北京） 
日中首脳会談（4月23日、於：ジャカルタ） 
日中外相会談（5月7日、於：京都） 
第１回日中総合政策対話（5月13日～14日、於：北京） 
呉儀副総理訪日（5月17日～23日、於：愛知、北海道、東京） 
東シナ海等に関する日中協議（第２回）（5月30日～31日、於：北京） 
第２回日中総合政策対話（6月23日～24日、於：東京） 
第４回日中治安当局間協議（7月20日～21日、於：東京） 
東シナ海等に関する日中協議（第３回）（9月30日～10月１日、於：東京） 
第３回日中総合政策対話（10月15日、於：北京） 
塩崎外務副大臣訪中（11月25日～27日、於：北京） 
第４回日中経済パートナーシップ協議（12月1日～2日、於：東京） 

（イ）日中関係

（�）あらゆるレベルでの対話
日中間では、前年までと同様、２００５年に
もあらゆるレベルでの対話が行われ、日中
関係や地域及び国際社会の抱える課題につ
いて率直な意見交換が行われた。
４月のインドネシア・ジャカルタでのア
ジア・アフリカ首脳会議の際には、小泉総
理大臣と胡錦濤国家主席が会談し、両国の
友好的な発展と協力関係の強化が、二国間
のみならず、地域・国際社会全体にとって
も極めて重要であるとの認識を改めて共有
し、両国間の共通利益の拡大と諸懸案の解
決に向けて、「日中共同作業計画」（注２７）の検
討作業を更に進めるなど、未来志向で幅広
い分野における協力関係を推進していくこ
とで意見が一致した。外相間でも、４月の
町村�孝外務大臣訪中の際や５月の京都で
のASEM外相会合の際に会談が行われ、
両国のみならずアジアや世界が日中友好関
係を望んでいるという共通の認識が得られ

ろ ようしょう

た。また、４月に路甬祥全国人民代表大
会（全人代）常務委員会筆頭副委員長が訪
日し、河野衆議院議長等と会談したのに引
き続き、１１月には角田参議院副議長が全人

代の招請を受けて公式に訪中し、新たな議
会交流枠組みの創設で合意するなど、議会
レベルの交流も活発に行われた。
事務レベルでは、２００５年５月、６月、１０
月と２００６年２月に日中総合政策対話（外務
事務次官と中国外交部筆頭副部長）、７月
に日中治安当局間協議（局長級）、５月と
９月末に東シナ海等に関する日中協議（局
長級）、１２月に日中経済パートナーシップ
協議（外務審議官級）、２００６年１月に日中
非公式協議（局長級）が実施されるなど、
様々な枠組みで政府間の緊密な対話が行わ
れた（図表「２００５年の主な日中政府間対話」
参照）。これらのほかにも、関係省庁等に

（注２７）「日中共同作業計画」は、３つの次元（①あらゆるレベルでの交流・対話の促進、②日中間の共通利益の拡大、③日中間の懸案の迅速な処理・解決）におけ
る日中間の包括的な具体的協力を定めるもの。同計画の策定に向け、局長級の協議で検討されている。

ASEM外相会合に際し、会談に臨む町村外務大臣と李肇星（り・ちょ
うせい）中国外交部長（５月７日、京都）
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よる実務協議が、幅広い分野で累次行われ
ている。
さらに、両国の外交当局が事務局を務め
る民間有識者の会議として、「新日中友好
２１世紀委員会」（注２８）の第３回会合が７月に中

うんなん こんめい

国・雲南省昆明で開催され、①日中国交正
常化３５周年（２００７年）に向けての日中文化・
スポーツ交流年の設定、②日中共通の社会
問題（高齢化、福祉、環境、エネルギー）
に関するシンポジウムの開催、③青少年交
流の促進、④日中交流基金構想の早期実現
に向けての努力－に関する提言が出され
た。
これらの対話の場で、中国側からは、小
泉総理大臣の靖国神社参拝を含めた歴史認
識を巡る問題の解決が重要であるとの提起
が累次なされているが、政府としては、個
別の分野での意見の相違が日中関係全体の
発展の支障になってはならないとの立場で
あり、引き続き、以上のような重層的な対
話の枠組みを通じて、相互理解と信頼の増
進に努めていく考えである。

（�）活発な人的交流
� 人的交流促進のための環境整備
２００５年、日中間の人的交流は前年より更
に拡大し、約４１７万人に達した（訪日者数
約７８万人、訪中者数約３３９万人）。こうした
国民間の直接の交流を通じて、相互理解と
相互信頼を増進することは、未来志向の日
中関係を構築していく上で極めて重要であ
る。政府としては、このような観点から、
様々な施策を組み合わせつつ、日中間の人
的交流の拡大・深化を促進するための環境
整備に努めている。その一環として、
「愛・地球博」期間中の７月に、中国国民
訪日団体観光旅行の査証を発給する対象地

りょう ねい

域を、従来の北京市、上海市、広東省、遼寧
省等の一部の地域から中国全土に拡大し
た。また、日中間の交流の緊密化に伴い、

１月、日本の重慶出張駐在官事務所を総領
事館に格上げするとともに、１０月に東京、
大阪、札幌、福岡、長崎に次ぐ中国の在日公
館として、在名古屋領事館の開設を認めた。
人的交流の深化に伴い重要性を増してい
る領事・治安分野でも、６月に日中領事協
定締結に向けた交渉を行うとともに、７月
には第４回日中治安当局間協議を実施し、
捜査共助・銃器・薬物・不法出入国・訪日
団体観光等の問題について意見交換するな
ど、協力を促進している。

� 人的交流に対する積極的な支援
日中間で相互理解と信頼を増進させるた
めには、両国の幅広い層の国民に互いに関
する「直接体験」の機会をより多く提供し、
国民レベルで相互の「等身大」の姿に対す
る理解を深めていくことが重要である。こ
のため、政府は人的交流、特に青年交流を
通じて、日中関係の将来を担う人材の相互
理解を深めるよう、様々な枠組み（図表「外

しょう へい

務省による招聘事業・派遣事業」参照）
による積極的な支援を行ってきており、引
き続きこうした枠組みを活用しつつ、人的
交流を促進していく考えである。

� 対日理解促進のための取組
さらに、日中間では、４月に中国各地で
発生したデモ活動に伴う暴力的行為のよう
に、中国国内における対日感情の問題がク
ローズアップされるようになってきてお
り、この背景には、中国における、日本の
政策や文化に対する理解が不足しているこ
とがあると考えられる。これに対し、政府
としては、前述のような人的往来の促進と
あわせ、中国国民に対して日本に関する正
確な情報を発信し、現在の日本に対する理
解を深めるべく、諸施策（図表「対日理解
促進のための施策一覧」参照）を推進して
いるところである。

（注２８）１９８４年、中曽根総理大臣と胡耀邦（こ・ようほう）総書記との合意に基づき「日中２１世紀委員会」が発足し、１５回の全体会合を開催。２００１年に旧委員の任期
が終了したことを受け、新たな委員の下で「新日中友好２１世紀委員会」として発足した。２００３年１２月に大連で第１回会合、２００４年９月に東京で第２回会合
を開催。日本側座長は小林陽太郎富士ゼロックス会長、中国側座長は鄭必堅（てい・ひつけん）前中央党校常務副校長。
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外務省による招聘（しょうへい）事業 

スキーム名称 対　　　象 2005年度（実績） 

21世紀パートナーシップ促進 
招聘 

中央党校交流事業 
中国国家行政学院の招聘 
中国高校生の招聘 
中国教育関係者の招聘 
人材育成奨学計画 

各界において将来指導的立場に就くことが 
有力視されている人物 

中国共産党の幹部候補生 

各国家行政機関の幹部候補生 

各地から選抜された高校生 

各地から選抜された教員 

将来が期待される優秀な若手行政官 

69名 
 

76名 

52名 

100名 

20名 

41名 

開始時期・規模 

1980年～　毎年約  80名 
 

2000年～　毎年約100名 

1999年～　毎年約  30名 

1999年～　毎年約100名 

1996年～　毎年約  20名 

2003年～　毎年約  40名 

外務省による派遣事業 

スキーム名称 対　　　象 2005年度（実績） 

日本青年の派遣 
中央党校交流事業 
日本高校生の派遣 
日本教育者の派遣 
日本行政官の派遣 

将来の活躍が期待される優秀な青年 

日本官民の幹部候補生 

各地から選抜された高校生 

各地から選抜された教育委員会職員、教員 

国家公務員・地方公務員 

88名 

45名 

55名 

35名 

20名 

開始時期・規模 

1999年～　毎年約100名 

2000年～　毎年約  50名 

2001年～　毎年約  50名 

1996年～　毎年約  30名 

2005年～　毎年約  30名 

対日理解促進のための施策一覧 

日本紹介ホームページであるWeb Japanホームページにて中国語を含
む多言語で情報を提供。 

対日理解促進のための施策 

Web Japan ホームページ 

影響力のあるテレビ局の取材チームを招聘し、日本紹介番組の作成、
放映を支援する。 外国テレビチーム招待 

中国記者による現地のODAサイト観察ツアー。 経済協力プレスツアー 

実際に記事を執筆する記者を招聘（しょうへい）し、対日理解を促進する取組。 報道関係者・中国及びアジア諸国プレス対策事業 

日本語学習機材の供与、日本関連番組の紹介等。 文化無償資金協力 

有識者を講師として派遣し、大学・シンクタンク等で日本に関する講
演を行う。 講師派遣・現地講演 

中国において、日本に関心のある学生、有識者、メディア等を対象と
した講演を実施し、日本の政策、一般事情について紹介する。 教育広報 

日本の一般事情を紹介した各種広報資料及び日本国憲法や日中関係の
重要文献をとりまとめた中国語資料を配付。 中国語による印刷物の配布 

在中国大使館、各総領事館のホームページを通じた中国語による情報発信。 在外公館ホームページ 

世論形成に大きな影響力のある有力者を訪日招待し、日本の諸施策に
関する正しい理解の増進を図るとともに、中国における日本について
の広報を行う。 

オピニオン・リーダー招待 

詳細 
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「一衣帯水」という言葉をご存じでしょうか？ この言葉は、日本と中国の関係を象徴し

ており、着物の帯（衣帯）のように狭い川を隔てて両者が接近している様を言い表した中国

の古語に由来しています。二千年以上にわたる交流の歴史の中で、日中間では、実に多くの

ヒトやモノ、そして文化が両国間を行き来し、双方の政治・経済や日常生活の多くの部分に

大きな影響を与えてきました。

現在の日中関係の出発点となった１９７２年の日中共同声明の前文においても、「日中両国は、

一衣帯水の間にある隣国であり、長い伝統的友好の歴史を有する」と日中関係を表現してい

ます。それから３０年余り、日中両国の相互依存関係は飛躍的に深化し、名実ともに「一衣帯

水」の隣国として、経済や人的交流の分野における両国関係の基礎はかつてないほど堅固な

ものとなっています。

◆中国における在留邦人数：９万９，１７９人（０４年、香港を含む）
→日本の海外在留邦人数（約９６万人）の１０．３％

◆中国への進出企業数：３万１，８５５社（０４年末累計企業数、中国側統計）
→在中国の外資企業数（５０万８，９４１社）の６．３％

◆日系企業による中国国内での直接・間接雇用創出数：９２０万人
（２００５年４月２３日付 人民日報（薄煕来商務部長発言））

◆日系企業による中国への納税総額：約５９．２億ドル（同上）
→中国における納税額（約２，９１９．７億ドル）の約２％

◆日中貿易総額：１，８９３．９億ドル（０５年、香港を除く）（JETRO統計）
→香港を含めた額（２，２７１億ドル）では、日米貿易総額（１，９９３．７億ドル）を超過

◆対中直接投資総額：６５．３億ドル（０５年実績、中国側統計）
→累積投資額は４６８．４億ドルで、国としては米国（４８０．２億ドル）に次いで第２位

◆人的往来：約４１７万人（０５年）（日→中：約３３９万人、中→日：約７８万人）
→米中間の人的往来（約１７５万人）の約２．３倍（０４年の数値を比較）

◆日中間の留学生：約１３万人（０４年）
（日→中：約２万人、中→日：約１１万人（就学生を含む））

◆日中間の友好姉妹都市：３１４組（３４都道府県、２４１市、３９町村）

今後の日中関係も、両国の国民がこれまでの基礎をしっかりと見据え、冷静かつ大局的な

観点から、未来志向の関係を構築していく固い決意を持つことが何よりも重要です。政府と

しても、こうした考えの上に立ち、引き続き、青少年をはじめとする国民交流の拡大を通じ

た相互理解と信頼の増進に努めていく考えです。

いち い たい すい

日中交流の現状～「一衣帯水」の隣国として～



第２章 地域別に見た外交

40

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005（年） 

1,800

2,000

1,600

1,200

1,400

800

1,000

600

400

200

-200

0

-400

（億ドル） 

対中輸出額 対中輸入額 合計 収支 

日中経済関係 

（�）経済関係の深化（対中経済協力を含む）
� 日中経済関係の発展
日本と中国の経済関係は拡大を続けてい
る。２００５年には貿易総額が１，８９４億ドル（前
年比１２．７％増）に上り、中国（香港を含む）
は昨年に引き続き、日本にとって最大の貿
易相手国となった（注２９）。なお、２００５年のデ
ータでは中国から日本への輸入が堅調な伸
び（１５．７％増）を示す一方、日本から中国
への輸出は８．９％と減速しているが、この
背景には、中国に生産拠点を移した日本企
業からの製品の輸入が増加した一方で、輸
出減の要因として部品等の現地調達率の上
昇、中国政府による過熱投資抑制策等があ
ると考えられる。
日本の対中投資（届出額）は、２００４年度
で４５．６億ドル（前年度比４５．３％増）と増加
しており、対外投資総額に占める割合も
１２．８％（前年度は８．７％）と大きく拡大し
ている。２００１年１２月の中国のWTO加盟
を経て、多くの日本企業が中国を加工輸出

基地としてのみならず、有望な市場と位置
付けて進出を加速させており、日中経済の
相互補完関係は一層の深化を遂げている。
このように、緊密化の度合いを増す日中
経済関係の中では、発生し得る経済摩擦を
未然に防ぐことが重要である。日本として
は、日中経済パートナーシップ協議（外務
審議官級）（注３０）等の二国間協議の場で、知的
財産権問題をはじめとする貿易、投資に係
る様々な問題を協議するとともに、
WTO・対中TRM（注３１）でも、中国による
WTO加盟約束の履行状況等について問題
提起を行っている。

� 対中国経済協力
近年、中国は沿海部を中心に著しい経済
発展を遂げており、それに伴い、日本の対
中政府開発援助（ODA）も大幅な減少傾
向にある。その一方で、日本にも直接影響
を及ぼし得る問題である中国の環境汚染や
感染症等、両国民が直面する共通課題も数

（注２９）日本にとって中国は、最大の輸入相手国で第２位の輸出相手国。２００４年の日中貿易総額（対香港を含む）は２，０５０億ドルとなり、初めて日米貿易総額
（１，８９２億ドル）を上回った（財務省統計をもとに日本貿易振興機構（JETRO）が算出）。中国にとっては、日本は第３位の貿易相手国（１位EU、２位米国）。

（注３０）２００２年４月、第１回ボアオ・アジア・フォーラムの際に行われた小泉総理大臣と朱鎔基（しゅ・ようき）総理との会談で設立に合意した。貿易・投資を中心とす
る日中経済関係の在り方につき、総合的な見地から議論を行い、両国間の経済分野における問題点を早期に発見し紛争を未然に防止することを図るととも
に、両国経済の相互補完関係を一層強化していくことを目的としている。２００５年１２月に第４回協議を開催した。

（注３１）中国のWTO加盟に当たっては、加盟約束及びWTO協定遵守状況を点検するため既存のWTO機関の下で経過的審査メカニズム（TRM）が設けられ
た。加盟後毎年、８年間にわたって行われる。
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日本の対中ODA実績 

年　度 有償資金協力（注1） 

（注2） 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
合　計（注3） 

660.00 
1,000.00 
650.00 
690.00 
715.00 
751.00 
806.00 
850.00 
1,615.21 
971.79 
1,225.24 
1,296.07 
1,373.28 
1,387.43 
1,403.42 
1,414.29 
1,705.11 
2,029.06 
2,065.83 
1,926.37 
2,143.99 
1,613.66 
1,212.14 
966.92 
858.75 

31,330.56

（注１） 有償資金協力（円借款）及び無償資金協力については交換公文ベース、技術協力はJICA実績ベース（各省庁の行っている技術協力や留学生受入れを含まない）。 
（注２） 1980年度の有償資金協力及び技術協力については、それ以前の実績も含めている。 （注３） 四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 

無償資金協力（注1） 

6.80 
23.70 
65.80 
78.31 
54.93 
58.96 
69.68 
70.29 
79.58 
56.98 
66.06 
66.52 
82.37 
98.23 
77.99 
4.81 
20.67 
68.86 
76.05 
59.10 
47.80 
63.33 
67.88 
51.50 
41.10 

1,457.31

技術協力（注1） 

（注2）   5.64 
10.18 
19.78 
30.45 
26.77 
39.48 
48.10 
61.92 
61.49 
40.51 
70.49 
68.55 
75.27 
76.51 
79.57 
73.74 
98.90 
103.82 
98.13 
73.14 
81.97 
77.77 
62.37 
61.80 
59.23 

1,505.58

合　　計 

672.44 

1,033.88 

735.58 

798.76 

796.70 

849.44 

923.78 

982.21 

1,756.28 

1,069.28 

1,361.79 

1,431.14 

1,530.92 

1,562.17 

1,560.98 

1,492.84 

1,824.68 

2,201.74 

2,240.01 

2,058.61 

2,273.76 

1,754.76 

1,342.39 

1,080.22 

959.08 

34,293.45

（単位：億円） 

多く存在している。日本のODAは、そう
した問題の解決や人的交流の促進を通じた
両国国民の相互理解の増進といった分野を
中心に供与されており、２００４年度の実績
は、円借款８５８．７５億円、無償資金協力
４１．１０億円（以上、交換公文の額）、技術協
力５９．２３億円（国際協力機構（JICA）によ
るもの）であった。
なお、対中ODAの大部分を占める円借
款については、４月の日中外相会談で、
２００８年の北京オリンピック前までに新規供
与を終了するという共通認識に達してお
り、事務レベルでその細部について更なる
協議を行っている。他方、円借款以外の技
術協力等については、日本の国益を踏まえ
つつ、個々の案件を精査しながら、日中関
係全体の中で検討していく考えである。

（�）個別の分野における懸案
� 中国各地における日本公館及び日系企
業等に対する暴力的行為
４月の週末（２日・３日、９日・１０日、

１６日・１７日）に連続した中国各地での抗議
デモ活動で、在中国日本公館や日系企業等
が投石等の暴力的行為を受け、ガラス損壊
等の被害が生じた。日本は１０日、町村外務

おう き

大臣が王毅在京中国大使に抗議した上で、
陳謝、損害の賠償、再発防止、加害者の処
罰を申し入れ、さらにその後も累次にわた
り申入れを行い、同月と５月の日中外相会
談では改めて強く申し入れた。
これに対し、中国側は、国内法、国際法
を尊重して、責任ある対応をしていきたい
と表明、大使館、大使公邸等に生じた損害
の原状回復について誠意をもって対応する
との意向が伝えられた。これを受け、公館
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東シナ海における資源開発問題 

日本側の基本的立場 中国側の立場 

【境界画定】 
国連海洋法条約の関連規定、
国際判例、日中両国の領海
基線間の距離等を考慮すれ
ば、日中間のように双方の
距離が400海里未満の水域
において境界を画定するに
当たっては、中間線をもと
に境界を画定すべき。 

【中国側による資源開発】 
日中中間線の西側の採掘で
あっても中間線東側の資源
が結果として採掘され、主
権的権利が侵される可能性
を懸念。中国側に関連情報
の提供と、一方的な開発作
業の中止を要求。 

【境界画定】 
「衡平原則」を採用して境界を画定する。
東シナ海の特性（大陸と島の対比等）を
踏まえ、中間線による境界画定は認めら
れない。大陸棚については、自然延長を
考慮する（沖縄トラフまで主張可能）。 

【資源開発】 
中国側の開発作業は、係争のない中国側
水域で行われているものである。 

経緯（２００５年１２月現在まで） 

2004年５月 
中国側が中間線の西側水域で白樺（中国名：春暁）
油ガス田の採掘施設建設に着手 
 

2004年７月（～翌年６月） 
日本側が中間線の東側水域で物理探査を実施 
 

2004年10月 
東シナ海等に関する日中協議（第１回） 
 

2005年５月 
東シナ海等に関する日中協議（第２回） 
 

2005年７月 
日本政府、中間線の東側水域において、日本企業
に試掘権設定を許可 
 

2005年９月 
東シナ海等に関する日中協議（第３回） 

【中国側提案（２００５年５月の第２回協議）】 
⇒対象水域は、中間線と沖縄トラフの間 
◆日本側から、受け入れられない旨を伝達。 

【日本側提案（２００５年９月の第３回協議）】 
①白樺（中国名：春暁）・楠（中国名：断橋）等
等中間線を跨る構造を対象に共同開発を行う。 

②それ以外の水域については、中間線の西側は中
国、東側は日本がそれぞれ試掘や開発を行うこ
とについて日中双方が異議を唱えない。 

③共同開発について、日中間で最終的な合意が得
られるまでの間は、中国側は白樺油ガス田、樫
（中国名：天外天）ガス田等について開発作業
を中止する。 

→以上を一体として提案する。 
◆この提案に対し、中国側は、真剣に検討し、次
回協議で中国側の考え方を示すと発言。 

「
東
シ
ナ
海
等
に
関
す
る
日
中
協
議
」 

共
同
開
発
等
に
関
す
る
議
論
（
〜
第
3
回
協
議
）
 

またが 

の修復作業については既に開始され、順次
終了しているものもある。

� 東シナ海における資源開発問題
前年から懸案となっている東シナ海の資
源開発問題については、５月と９月末から
１０月にかけて、東シナ海等に関する日中協
議が行われた。東シナ海を「対立の海」で
はなく、「協力の海」にするという認識は、
首脳・外相間で共有されており、政府とし
ては、共同開発の可能性も視野に入れつ
つ、中国側との対話を通じた解決を引き続
き目指していく考えである。
９月から１０月にかけての第３回協議で
は、日本側から、開発作業の中止及び関連
情報の提供を申し入れ、試掘に関する国内
の厳しい客観的情勢を説明した。また、漁
業関係者の安全操業、海洋環境の保全の観
点から関連情報の提供を求めたほか、中国
海軍の活動についても申し入れた。さら

に、前回協議で中国側から共同開発の提案
があったのを受け、日本側から、共同開発
を含んだ解決策を提案し、これに対し、中
国側から、真剣に検討し、次回協議で中国
側の考え方を示したいとの応答があった。
また、２００６年１月には北京において非公式
の局長級協議が開催され、中国側から、次
回の正式協議で共同開発の実現に向けた更
なる提案を行うべく検討している旨の発言
があったほか、次回協議をできるだけ早く
開催すべきであるとの認識を共有した。

� 中国遺棄化学兵器問題
中国における旧日本軍の遺棄化学兵器問
題（注３２）に関しては、１９９７年に発効した化学
兵器禁止条約に基づき、日本は同兵器廃棄
のために、すべての必要な資金、技術、専
門家、施設その他の資源を提供し、中国は
これに対する適切な協力を行うことになっ
た。日中両国は、１９９９年に署名された「中

（注３２）第２次世界大戦終了時までに中国国内で遺棄された旧日本軍の化学兵器の処理問題。１９９０年、中国政府から本件の解決要請があった。
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国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関
する覚書」（注３３）の枠組みの下、同兵器廃棄の
ため、現地調査や発掘・回収作業を共同で
実施するとともに、専門的、技術的な諸事
項について、両国の政府関係者や専門家が
協議を重ねてきている。２００４年に廃棄施設
の立地場所及びすべての処理技術（燃焼法）

きつりん

が確定され、現在、吉林省ハルバ嶺地区に
発掘・回収施設と廃棄施設を建設するた
め、技術面、体制整備面の両方から準備作
業が進められている（注３４）。

こくりゅうこう とん か

黒龍江省チチハル市、吉林省敦化市等
では遺棄化学兵器による毒ガス事故が発生
しており、今後このような被害が生じない
ようにするためにも、化学兵器禁止条約に
基づき、遺棄化学兵器をできるだけ早く処
理するため、日中共同で適切に対処してい
く考えである。

（ロ）中国情勢

（�）内政
� 胡錦濤政権の基本路線
３月の全国人民代表大会（注３５）の第１０期第
３回会議（注３６）で、胡錦濤指導部は「科学的
発展観」（注３７）に基づいた「調和のとれた社会」
の建設を目指すとともに、農業・農村振
興、雇用確保、格差是正、行政能力の向上
等に取り組むなど、民衆の利益を重視する
「親民路線」の姿勢を改めて明確にした。
これを受けて、１０月の中国共産党中央委員
会（注３８）第１６期第５回全体会議（五中全会）
では、２００６年から２０１０年までの新たな５か
年計画（第１１次五か年規画）の基本方針が
策定され、エネルギー効率や環境への影

響、生活の豊かさに配慮した質的成長と、
人民の利益を重視した清廉な政治が強調さ
れた。７月中旬から９月上旬にかけて、
「世界反ファシズム戦争及び抗日戦争勝利
６０周年」の記念行事が全国各地で開催され、
９月３日には北京で現・旧中央指導部の出
席の下、６，０００人規模の記念大会が開催さ
れた。また、１０月には、中国としては２度目とな
る国産ロケット「神舟６号」による有人宇
宙飛行が成功し、盛大な式典が催された。

� 様々な社会問題への対応
中国国内では、急速に進む経済発展の陰
で、様々な社会問題が指摘されている。２
月の遼寧省における炭鉱事故（注３９）や１２月の

しょう か

吉林省での化学工場事故に起因する松花
こう

江の水質汚染等、人命や環境に甚大な被害
をもたらす大規模事故が多発した。これに
対し、中国政府は、炭鉱・工場の閉鎖や中
央及び地方政府を含めた責任者の処分を
行ったほか、２００６年１月には突発的な大規
模事故・事件の緊急対策マニュアルを制定
し、情報の公開、通報に関する義務規定を
設けるなど、対策に力を入れている。一方
で、９月にインターネット報道に関する管
理規定が公布され、大型事故を報じた国内
メディア関係者が処分されるなど、中国当
局のメディアに対する管理強化の動きも見
られる。
また、近年、土地収用に伴う補償問題、
労働者の待遇問題、環境汚染等に起因する
地方当局等に対する民衆抗議行動が頻発し
ている。これに対しても中国政府は、陳情
条例の改正、公務員管理規定の整備等の対
策を急いでいる。

（注３３）日本は、廃棄に当たって中国の法律を遵守し、生態環境に汚染をもたらさないこと及び人員の安全を確保することを最優先することを確認し、中国は、この基
礎の上に、中国国内で廃棄を行うことに同意した。

（注３４）遺棄化学兵器は、北は黒龍江省から南は広東省まで広い範囲で存在が確認されているが、ほとんどは吉林省敦化市ハルバ嶺地区に埋設されており、その砲
弾埋設数は３０万～４０万発と推定されている。日本は、化学兵器禁止機関（OPCW）に対して暫定的推定値として６７万４，０００発を申告していたが、その後の更
なる調査等を経て、３０万～４０万発と判断するに至り、OPCWに対して修正申告を行った。また、現地調査や発掘・回収作業により、これまでに約３万７，０００発
の遺棄化学兵器が発掘・回収されている。

（注３５）日本の国会にほぼ相当する中国の最高権力機関。現在の任期は５年、年１回３月ごろに全体会議が開催される。
（注３６）胡錦濤国家主席が国家中央軍事委員会主席に就任し、「党」及び「国」に引き続き、「軍」における江沢民（こう・たくみん）前主席からの世代交代が完了した。
（注３７）「人を根本とする」との立場から、社会全体の調和のとれた持続的な均衡発展を目指す考え方。２００３年９月の中国共産党第１６期第３回全体会議で提起さ

れた方針に基づくもので、以後、中国国内の各種会議等において繰り返し提起されている。
（注３８）５年に１回開催される党大会で選出される「中央委員」によって構成され、党大会の閉会中の活動を指導、代行する。中央委員会の全体会議は、おおむね

年１回、秋ごろに開催される。
（注３９）中国政府の発表によれば、２００５年の炭鉱事故件数は約３，３００件、死者は約６，０００人。
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GDP成長率 

こうした状況の中で共産党指導部は、１
月から１年半にわたり、全共産党員の資質
向上と民衆へのサービス向上を目指した教
育キャンペーンを展開している。さらに１０
月には、中国政府が民主政治に関する初め
ての白書を発表し、共産党の指導の下、中
国の国情にあった民主政治を建設すること
を強調した。

� 国防・安全保障
中国の２００６年度の国防費は約２，８０７億元、
前年度比１４．７％の伸びと、２００６年３月の全
人代で発表された。公表された国防費で
は、１８年連続で１０％以上の伸びとなった
が、中国側はその要因について、人件費や
装備費等の増額であると説明している。日
本は、中国のこうした国防費の増額や軍事
力の近代化において、なお不透明な部分が
あることに引き続き注目しており、今後と
も、より一層の透明性の向上を求めていく
考えである。

（�）経済
２００５年の中国のGDP（名目額）は１８兆
２，３２１億元となり、GDPの実質成長率は
９．９％を記録した（２００６年３月の全人代で
提起された目標は８％前後）。貿易総額は
前年比２３．２％増の１兆４，２２１．２億ドルで、
貿易黒字は１，０１８．８億ドルとなった。胡錦
濤指導部は、２０２０年までにGDPを２０００年
時の４倍増とする方針（注４０）を掲げる一方で、
経済成長のみを追求せず、社会全体の持続
的な均衡発展を目指す「科学的発展観」を
提唱し、経済格差の是正、三農問題（注４１）、
社会保障問題、エネルギー・環境問題等に
取り組んでいる。
１０月の第１６期五中全会では、胡錦濤指導
部として初めて策定する５か年計画の基本
方針が決まり、「調和のとれた社会」、「科

学的発展観」を強く打ち出すとともに、新
たな数値目標として、①２０１０年に２０００年比
で一人当たりGDPを倍増させる、②GDP
単位当たりのエネルギー消費量を第１０次五
か年規画末（２００５年）比で約２０％減少させ
る－の２点が示された。
また、人民元切り上げとして、７月２１
日、人民元の対米ドルレートを１ドル＝
８．２７６元から８．１１元に切り上げ、同時に事
実上のドルペッグ（連動）から、通貨バス
ケット（注４２）を参考に調節を行う「管理変動
相場制」へと移行した。

（�）対外関係
� 総論
中国は、最優先課題である経済発展のた
めにも、安定した国際環境を必要としてお
り、米国、ロシア、欧州諸国等の主要国と
の関係発展、近隣諸国との関係強化等の全
方位外交を展開している。また、上海協力
機構、ASEAN＋３、APEC等の地域協力
の枠組みへの積極的な取組も見られる。北
朝鮮の核開発問題においても、朝鮮半島の
非核化及び対話による平和的解決を望むと

（注４０）２００２年１１月の中国共産党第１６回党大会で決定されたもの。
（注４１）農民問題（農村と都市の収入格差や開発に伴う失地農民の問題等）、農村問題（農村荒廃、戸籍制度の問題）、農業問題（零細で非効率的な農業等によ

る食糧生産の減少の問題）。
（注４２）自国通貨に対する米ドルなど複数の通貨のレートを加重平均して算出する為替相場政策における運営方式のひとつ。構成通貨や比重等は公表されないこと

が多いが、通常、貿易決済に占める各主要通貨の比率をもとに決定される。
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の立場から、７月、９月、１１月に六者会合
を開催、１０月に胡錦濤国家主席が訪朝する
など、問題解決のために積極的な役割を果
たしてきている。そのほか、急速な国内経
済の発展を支えるエネルギーの確保を主な
目的として、要人往来の機会等を通じ、中
東、アフリカ、中南米諸国等との関係も強
化しつつある。

� 米中関係
米中両国は、様々な対話の機会を通じ
て、互いの「建設的協力関係」を確認する
とともに、北朝鮮問題、台湾問題、通商貿
易問題、通貨問題等の幅広い問題に関する
意見交換を行っている。要人往来も盛ん
で、首脳・閣僚では、３月と７月にライス
国務長官が、１０月にラムズフェルド国防長
官が、それぞれ訪中した。また、９月には
ニューヨークで、１１月にはブッシュ大統領
が訪中した際に、それぞれ首脳会談が行わ
れた。事務レベルでも、８月と１２月に行わ

たいへいこく

れたゼーリック国務副長官と戴秉国外交部
筆頭副部長による「米中シニア対話」を中
心に、個別の分野での協議が行われてい
る。

� ロシア、インド、EUとの関係
ロシアとの関係では、７月に胡錦濤国家
主席が同国を訪問した際に「中露共同コ
ミュニケ」が発表され、２００４年１０月のプー
チン大統領訪中以来の両国関係の発展成果
が総括された。また、同月、カザフスタン
で上海協力機構（SCO）首脳会議が開催
された。８月には、両国が前年に取り交わ
した覚書に基づき、初の共同軍事演習であ
る「平和の使命２００５」を、ウラジオストク
及び山東半島とその周辺海域で実施した。

おん か ほう

インドとの関係では、４月に温家宝総理
が同国を訪問し、「中印戦略協力パートナ
ーシップ」構築に関する共同声明のほか、
国境問題、経済、航空、文化交流等の分野
での協力に関する１２の共同文書に合意、１２
月には両国海軍による合同軍事演習が行わ

れるなど、関係を強化しつつある。
EUとの関係では、９月にブレア英国首
相が訪中し、中国・EU首脳会談等を実施
した。また、中国側からも、１１月に胡錦濤
国家主席が英国、ドイツ等を訪問、翌１２月に
も温家宝総理がフランス等を訪問し、引き
続き積極的な首脳外交の展開が見られた。

（�）香港
とうけん か

香港では、３月、董建華行政長官が２年
そういんけん

の任期を残して辞任、同日、曾蔭権（ドナ
ルド・ツァン）政務長官が行政長官代理に
就任した。その後、６月の行政長官補欠選
挙で曾蔭権行政長官代理が無投票で当選
し、同月、国務院から新行政長官に任命さ
れた（任期は２００７年６月３０日まで）。
香港政府は１０月、２００７年の行政長官選挙
と２００８年の立法会議員選挙に向けた香港基
本法附属文書の改正に関する政府案を発
表、１２月２１日、「政治体制改革政府案」と
して立法会に提出し、漸進的な民主化に理
解を求めたが、あくまで普通選挙の早期実
現を目指す民主派議員の反対により、可決
に必要な３分の２以上の賛成を得ることが
できず同政府案は否決された。
経済面ではアジア経済危機、２００３年の重
症急性呼吸器症候群（SARS）発生により
大きな打撃を受けたものの、外部経済の好
況、中国本土から香港への個人旅行業解禁
による旅行業の回復、「経済連携緊密化取
決め」等の中国政府による香港経済てこ入
れ策等により大きく好転し、２００４年の実質
GDP成長率は８．２％を達成、２００５年の成長
率は７．３％と引き続き高い成長率を維持し
ている。２００３年に７．９％を記録した失業率
は５．５％（２００５年７月～９月期）に低下、
消費者物価指数（CPI）も２００４年７月から
前年同月比増（２００５年９月は＋１．６％）と
なり、１９９８年末以降６年続いたデフレから
の脱却の兆しを見せている。
日本との関係では、「日港交流年２００５」
が実施され、日本と香港で各種イベントが
開催された。
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（２）台 湾

３月に中国の全人代が台湾独立への反対
けんせい

及び牽制を目的とする「反国家分裂法」を
可決したのに対し、台湾は、台湾に対する
武力行使を合法化するものとして強い反発
を示した。その後、相次いで訪中した国民
党や親民党の指導者と胡錦濤国家主席が会
見するなど、中国は台湾野党との交流に積
極的な姿勢を示したが、与党・民進党や台
湾当局との間では関係改善の動きは見られ
なかった。２００６年２月には、台湾当局が
「国家統一委員会（注４３）の運用停止」と「国
家統一綱領（注４４）の適用停止」を発表し、こ
れに対し日本は、平和的解決のための当事
者間の対話が早期に再開されることを強く
希望し、いずれかの側によるいかなる一方
的な現状の変更の試みも支持できないとの
立場を表明した。
台湾内では６月、立法委員（注４５）定数の半
減、小選挙区２票制、憲法修正時の公民投

票実施等を主な内容とする憲法修正案が成
立した。１２月に統一地方選挙が実施され、

ば えいきゅう

国民党が７月に就任した馬英九主席の下、
大きく躍進した。経済面では、２００５年の年
間成長率が４．０９％、２００６年１月の失業率が
３．８０％だった。
日本との関係については、１９７２年の日中
共同声明に従い、非政府間の実務関係とし
て維持されている。日本にとって台湾は緊
密な経済関係を有する重要な地域であり、
台湾は米国、中国、韓国に次ぐ第４位の貿
易相手先となっている。人的往来の面で
は、「愛・地球博」期間中に行われた台湾
居住者に対する短期滞在査証免除がその後
も継続することとなり、２００５年の台湾から
日本への訪問者数は約１３０万人程度となる
見込みである。また、日本から台湾への訪
問者数は約１１２万人となった。

（３）モンゴル国

モンゴルでは、２００４年の総選挙の結果、
人民革命党と祖国・民主連合により、エル
ベクドルジ首相（民主党）率いる大連立内
閣が発足したが、２００５年６月の大統領選挙
を前に祖国・民主連合が解散したことなど
により、人民革命党は政治的影響力を回復
させつつあり、大統領選挙ではエンフバヤ
ル国家大会議長（前首相、人民革命党党首）
が圧勝した。２００６年１月には、エルベクド
ルジ内閣が、貧困対策をはじめとする経済
政策が十分に実行されないことを理由に、
人民革命党により総辞職に追い込まれ、エ
ンフボルド人民革命党党首を首相とする新
内閣が誕生した。
経済面では、主要輸出産品であるカシミ
ヤや銅等の世界市況の好調を背景に２００５年

の成長率は前年比約６％の増加となり、
１９９４年以降のプラス成長を維持した。ま
た、南ゴビ地方で豊富な埋蔵量が推定され
ているコークス炭や金・銅に世界が注目し
始め、その開発に対する大規模な投資への
機運が高まった。政府はこうした地下資源
開発への外資導入のため法制度の環境整備
に着手する一方、原料輸出に依存する体質
を改善しようと中小企業の振興政策を積極
的に打ち出している。
対外関係では、１１月に米国の現職大統領
として初めてブッシュ大統領がモンゴルを
訪問、モンゴルのイラク復興支援参画を高
く評価した。また、エンフバヤル大統領が
同月、大統領就任後初の外国訪問先として
中国を公式訪問した。第６０回国連総会で

（注４３）国家統一委員会は、１９９０年に対中国政策の方針策定のため設けられた総統直属の諮問機関。
（注４４）国家統一綱領は、国家統一委員会が制定した対中国政策の最高指導綱領。
（注４５）日本の国会議員に相当。
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は、「モンゴル国の建国８００年」決議案を提
出し、採択された。
日本との関係（注４６）では、３月にムンフオ
ルギル外相、５月にエンフボルド産業通商
相が「愛・地球博」の開会式とモンゴルの
ナショナルデーにあわせ、それぞれ来日、
日本側要人と意見交換した。また、６月の

大統領就任式参加のため、谷川外務副大臣
がモンゴルを訪問した。２００６年のモンゴル
建国８００周年に当たり、日本は同年を「日
本におけるモンゴル年」、外交関係樹立３５
周年に当たる翌２００７年を「モンゴルにおけ
る日本年」として、両国の友好関係の一層
の発展を目指している。

３．東南アジア

【総 論】
ASEAN諸国は、ASEAN共同体形成を
共通目標として、結束を強めている。鳥及
び新型インフルエンザ等の感染症、テロ、
国境を越えた犯罪等、新しい課題に協力し
て対処するとともに、２００５年は特に、前年
１２月に発生したスマトラ沖大地震及びイン
ド洋津波による被害からの復興に取り組ん
だ。
日本とASEANは３０年の友好と信頼の
歴史を有するパートナーであり、日本は

ASEANの政治的・経済的発展のために大
いに協力してきた。東アジア地域全体の安
定と繁栄のためには、政治的・経済的に安
定し健全なASEANの存在が不可欠であ
る。日本とASEANの関係も、援助国と
被援助国の関係から、対等の立場で東アジ
ア地域全体の課題に対処する「戦略的パー

へん ぼう

トナーシップ」へと変貌してきている。
２００５年は、こうした新しい時代の日・
ASEAN関係の在り方が明確になった年で
あった。

（１）ASEAN情勢全般

ASEANは、２０２０年までのASEAN共同
体形成を最大の目標として、様々な地域統
合の努力を展開している（注４７）。開発格差を
是正しASEAN統合を促進するための新
たな財源とするため、７月に「ASEAN開
発基金」を新設したほか、１２月１２日にマレ
ーシアのクアラルンプールで開催された第
１１回ASEAN首脳会議で、ASEAN共同
体の基本文書となる「ASEAN憲章」の創
設に関する共同宣言が採択された。
２００５年は、初のEASがマレーシアで開
催されるなど、将来の東アジア共同体を視
野に入れた地域協力が一層進展した。地域

協力を調整し推進する上で、ASEANは
「運転手」として主導的役割を果たした。
１１月１７日には、釜山で開催された第１３回
APEC首脳会議の機会をとらえ、初の米
国・ASEAN首脳会議も開催され、幅広い
分野での協力を推進する「強化されたパー
トナーシップ」立ち上げが合意された。そ
のほか、ロシアと初の首脳会議開催、韓国
との間で包括的経済連携基本協定の合意、
さらにオーストラリアとニュージーランド
の東南アジア友好協力条約（TAC）加盟（注４８）

等、個々の域外国との関係も強化された。
このようなASEANを中心としたアジア

（注４６）２００４年１１月にモンゴルで行われた世論調査の結果では、日本に親しみを感じるとした肯定層が７割を超え、また「最も親しくすべき国」の第１位に日本が選
ばれるなど、モンゴル人大相撲力士の活躍もあり、同国は極めて親日的な国である。新潟中越地震の被害に対しては、モンゴルの一般市民から約９００万円の
義援金が寄せられた。

（注４７）２００３年のASEAN首脳会議の際に各国間で署名された第二 ASEAN協和宣言（バリ・コンコード�）で、ASEAN安全保障共同体（ASC）、ASEAN経済共
同体（AEC）及び ASEAN社会・文化共同体（ASCC）が ASEAN共同体構想の柱として示され、２００４年の首脳会議では、その実現のためのロードマップとし
てビエンチャン行動プログラム（Vientiene Action Programme）が採択された。

（注４８）国連憲章に基づき、域内諸国間において平和的な関係を維持・管理するための国際合意。２００３年には中国及びインドが、２００４年には日本、韓国及びロシア
が、それぞれTACに加盟した。



第２章 地域別に見た外交

48

世界の各地域経済共同体等の域内及び対外貿易シェア及び総額（2004年） 

出典：IMF“Direction of Trade Statistics QUARTERLY Jun 2005” 
財務省関税局Web Site、台湾国際貿易局Web Site

（単位：100万米ドル） 
（注）（　）内は貿易総額に対する域内・対外貿易シェア 
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太平洋地域の国際関係の進展により、
ASEANは地域協力の「ハブ」としての役

割を強めてきている。

（２）日・ASEAN関係

日本は、ASEANにとって最も長い歴史
を有するパートナーであり、２００５年も活発
な要人往来等を通じて日本とASEAN諸
国の関係が強化された。同時に、前述のよ
うな東アジア地域の歴史的変化の中で、
日・ASEAN関係は、二国間の文脈を越え
て、東アジア全体の安定と繁栄にとって不
可欠な役割を果たす「戦略的パートナー
シップ」となってきている。１２月１３日にク
アラルンプールで開催された第９回日・
ASEAN首脳会議では、鳥インフルエンザ
等の新興・再興感染症、国際テロとの闘
い、エネルギー問題、大規模津波等の自然
災害、国境を越えた犯罪等、東アジア地域
全体の新しい課題に対して日本とASEAN
が共同で対処し、一層の安定と繁栄を目指
していく関係を構築していることが確認さ
れた。会議に出席した小泉総理大臣は、
ASEAN統合支援のため、前述のASEAN
開発基金に日本が７５億円拠出することを表
明した。これは、同基金の設置以降、
ASEAN域外国から明確に表明された最初
の支援であり、日本が引き続きASEAN
を極めて重視している姿勢を鮮明に印象付
けるものとなった。
貿易、投資、経済協力の面でも、日本は

ASEANにとって現在も最大の域外貿易相
手国、投資国、ODA供与国であり、日本
にとってもASEANは最も重要な貿易・
投資パートナーの一つとなっている。１２月
に、マレーシアとの経済連携協定 （EPA）
に署名し、タイとのEPAは２００６年２月に
条文を基本的に確定するに至ったほか、ベ
トナム及びブルネイとEPA交渉に向けた
作業を開始することになった。さらに、日
本とASEAN全体の更なる経済発展を目
指し、交渉開始から２年以内の可能な限り
早期に日・ASEAN包括的経済連携協定の
交渉を終えるよう努力することが首脳間で
確認されている。
２００３年１２月に東京で開催された日・
ASEAN特別首脳会議において採択された
「東京宣言」と、約１２０にも及ぶ具体的な
措置を定めた「行動計画」は、引き続き日・
ASEAN協力促進の重要な基礎となってい
る。２００５年１２月の日・ASEAN首脳会議で
もその点が再確認された。同時に、同じく
日・ASEAN首脳会議で採択された「日・

しん ちょく

ASEAN行動計画進捗報告書」において
は、人材育成やメコン地域開発協力等での
着実な進展が評価されている。

（３）インドネシア

ユドヨノ政権は、２００４年１０月の発足時に
表明したとおり、汚職、地方紛争、テロへ
の対策等に重点を置きつつ、持続的かつ安
定的な経済成長のための投資環境の整備と
いった課題に取り組んだ。一方で、同年１２
月にスマトラ沖で発生した大地震による津
波被害や、２００５年１０月のバリ島での同時爆
弾テロ事件、鳥インフルエンザ感染の拡大
等の国内問題は、政権運営にも大きな影響

を及ぼすことが懸念された。このような
中、津波災害からの復興が契機となって、
インドネシア政府は、３０年近く分離独立運
動を続けてきた「独立アチェ運動（GAM）」
との間で、和平に向けた覚書への署名にこ

こう とう あお

ぎつけた。また、原油高騰の煽りを受け、
ひっ ぱく

財政を逼迫させていた燃料補助金を削減
し、国民から大きな反対を受けることなく
財政の健全化を進めることができた。
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日本とASEAN（貿易・投資及び経済協力・旅行者数） 
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日本の貿易相手国・地域 
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日本にとりASEANは主要な貿易パートナー（2004年実績） 
対世界貿易額：110.4兆円　対ASEAN ：15.2兆円 
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ＡＳＥＡＮにとり日本は最大のＯＤＡ供与国（2003年実績） 
ＤＡＣ諸国ＯＤＡ総額：29億米ドル　うち日本：15億米ドル 

出典：ＯＥＣＤホームページ 
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日本にとりＡＳＥＡＮは重点支援地域（2004年実績） 
日本のＯＤＡ総額：60億米ドル　うちＡＳＥＡＮ：9億米ドル 

出典：2005年版ODA白書 
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ＡＳＥＡＮ域外からの旅行者は日本が最大（2004年実績） 
域外からの旅行者数：2,631万人　うち日本：350万人 

出典：日本ASEANセンター 
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日本人にとりＡＳＥＡＮは主要な旅行先（2003年実績） 
旅行者数：1,743万人（延べ）   うちＡＳＥＡＮ：281万人 

出典：国際観光振興機構 

（注）四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。 
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タイ政府主催の津波１周忌式典で献花する遠山外務大臣政務官
（１２月２６日、タイ・プーケット）

日本とインドネシア両国は、２００５年５月
にユドヨノ大統領が訪日した際に発表した
「新たな挑戦へのパートナー」として、協

力関係の更なる深化と発展に向け努力を
行っている。

（４）カンボジア

カンボジアでは、２００４年７月にフン・セ
ン首相を首班とする第３次連立内閣が発足
して以来、比較的安定した政情が続いてい

はくだつ

る。一方で、野党議員の議員特権剥奪問題
を含む人権問題が発生した。
クメール・ルージュ裁判（注４９）については、
４月にカンボジア政府と国連事務局の間で
裁判設立に関する「合意文書」が発効し、裁

判開廷に向けた諸準備が進められている。
日本は、国連負担分の裁判費用のうち約半
分（２，１６０万ドル）を拠出しており、今後、人
的貢献も積極的に行っていく方針である。
日本との関係では、５月にフン・セン首
相が「愛・地球博」のナショナルデーにあ
わせて訪日し、６月には町村外務大臣がカ
ンボジアを訪問した。

（５）シンガポール

９月、ナザン大統領が再任され、２期目
に入った。２年目を迎えたリー・シェンロ

けんいん

ン政権下で、経済は製造部門の牽引により
堅調に成長し、貿易もFTA拡大により力
強い成長を示した。６月には、インドと包
括的経済協力協定を締結した。外交面で
は、日米中三国の間で適切なバランス維持
を図り、ASEAN域外国との関係強化に取
り組む基本政策を踏襲している。特に中国

に対しては、リー首相の首相就任前の台湾
訪問で一時冷却化した関係を正常化し、１０
月にはリー首相が中国訪問を果たした。
日本との関係では、リー首相、ジョー
ジ・ヨー外相、テオ・チーヒン国防相、リ
ム・フンキャン貿易産業相等が訪日し、大
野防衛庁長官、竹中経済財政政策担当大
臣、町村外務大臣、中川経済産業大臣がシ
ンガポールを訪問した。

（６）タ イ

２００４年１２月に発生したインド洋津波は、
タイで死者５，３００名（うち邦人２８名）、行方
不明者２，８００名（同１名）を超える被害を
もたらした。日本はタイと協力し、邦人被
害者の身元確認に当たるとともに、緊急援
助隊の派遣等の支援を行った。
最南部の治安情勢に依然改善の兆しが見
られず、内政上の課題となっているが、経
済面は引き続き非常に好調であった。こう
した中、２月には下院の任期満了に伴う総
選挙が行われ、タクシン首相率いるタイ愛
国党が５００議席中３７７議席を占めて圧勝し、

（注４９）１９７０年代後半に自国民の虐殺を行った民主カンボジア（クメール・ルージュ）政権の上級幹部を裁くため、国連の協力によりカンボジア国内裁判所において
実施される特別裁判。
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東ティモールで銃撃のあった国境付近を国連軍事監視団と視察する福島
外務大臣政務官（４月２５日、東ティモール）

３月に第２次タクシン政権が発足した。
日本との間では、１月に町村外務大臣が
タイを訪問し、８月には秋篠宮殿下が御研
究のためタイを訪問された。また９月に

は、訪日したタクシン首相と小泉総理大臣
の間で、日・タイ経済連携協定の主要点に
ついて大筋で合意した。

（７）東ティモール

国連東ティモール支援団（UNMISET）（注５０）

の任務終了（５月）後、東ティモールの持
続的発展を確保するため、国連東ティモー
ル事務所（UNOTIL）（注５１）が、２００６年５月を
期限に活動している。経済は停滞している
が、ティモール海で１９９７年に生産が開始さ
れた石油・ガスからの税収を財源として９
月に石油基金が設立され、今後、経済状況
の改善が期待される。しかしながら外交面
では、インドネシアとの間で、国境の確
定、避難民の帰還、過去の人権侵害問題へ
の対応等の課題が依然として残っている。
日本との関係では、４月に福島啓史郎外

務大臣政務官が東ティモールを訪問し、２
月と９月にはラモス・ホルタ外務協力上級
相が来日した。

（８）フィリピン

税制改革及び徴税能力強化等を通じた財
政赤字解消や反政府勢力との和平等、中長
期的な重要課題が山積する中、６月に前年
の大統領選挙の際のアロヨ大統領不正疑惑
が浮上し、下院では大統領に対する弾劾請
求が提出された。請求は９月に棄却された
が、市民団体等による大統領退陣を求める
動きが続いた。アロヨ大統領自身も政治制
度に問題があるとして、７月の施政方針演
説で、憲法改正を行い大統領制から議院内
閣制への移行を進めていくことを表明し

た。現在、憲法改正諮問委員会が草案作成
を進めている。
日本との関係では、１月に谷垣禎一財務
大臣がマニラを訪問、５月にはロムロ外務
長官がASEM外相会合及びASEAN＋３
非公式外相会議出席のために訪日し、
「愛・地球博」も視察した。また、５月に
大野防衛庁長官、６月に川口順子総理大臣
補佐官がマニラを訪問し、９月にドゥラー
ノ観光長官が「愛・地球博」の賓客として
来日した。

（９）ブルネイ

５月に大幅な内閣改造が行われ、若手を
多数登用するなど刷新が図られた。また、
ブルネイが経済の多様化を進める中、石

油・ガス関連の産業開発プロジェクト（ア
ンモニア・メタノールの製造等）に日本企業
を含む企業グループの参画が決定された。

（注５０）２００１年４月１７日に採択された国連安保理決議１４１０に基づき、国連東ティモール暫定行政機構（UNTAET）の後継ミッションとして２００２年５月２０日に設立さ
れた。日本も自衛隊の部隊を派遣した。

（注５１）２００５年４月２８日に採択された国連安保理決議１５９９に基づき、UNMISETの後継ミッションとして５月２０日に設立された。前UNMISET 代表の長谷川祐弘
氏が代表を務める。
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日本との関係では、６月に町村外務大臣
が国連改革への支持要請等のためブルネイ
を訪問し、モハメッド外相（現外務貿易外
相）と会談を行った。１２月のEAS等の際

に、小泉総理大臣とボルキア国王による首
脳会談が行われ、日・ブルネイ経済連携協
定交渉立ち上げのための準備協議の開始に
合意した。

（１０）ベトナム

２００５年はベトナム建国６０周年、共産党設
立７５周年に当たり、カイ首相は６月、ベト
ナム首相として戦後初めて、米国を訪問し
た。国内経済は近年７％を上回る成長を続
けており、２００５年には８．４％を達成した。
ベトナムへの投資も急速に伸びており、
２００５年の外国からの新規投資は前年比７８％
増の４１億米ドル、日本からも同６４％増の
４．１億ドルと急増している。同国はWTO

早期正式加盟を最重要外交政策として取り
組んできており、１２月に日本との間で同国
のWTO加盟に関する二国間交渉妥結文
書が署名された。またその際、経済連携交
渉の開始に向けた共同検討会合の開始につ
いても、両首脳間で合意した。
日本との間では、６月に町村外務大臣が
ベトナムを訪問し、７月にはカイ首相が訪
日した。

（１１）マレーシア

マレーシアは、１２月に初のEASをはじ
め一連のASEAN関連首脳会議を議長国

り

として成功裡にまとめ、外交面で成果を上
げた。経済面では、７月に中国の人民元切
上げに追従する形で、アジア通貨危機後の
１９９８年から実施されていた通貨リンギの米
ドルへの固定相場制を廃止し、管理変動相
場制へ移行した。
日本との関係では、３月にサイド・シラ

ジュディン国王が国賓として来日、天皇陛
ばんさん

下と会見し、宮中晩餐会にも出席した。ま
た、１２月に小泉総理大臣がEAS等出席の
ためマレーシアを訪問した際、２００４年１月
から交渉が行われていた日・マレーシア経
済連携協定に両国首脳が署名したほか、マ
レーシア日本国際工科大学準備センターの
開所式を行った。

（１２）ミャンマー

７月のASEAN外相会議の際、ニャ
ン・ウイン外相は進行中の民主化プロセス
に集中したいとして、２００６年に予定されて
いたASEAN議長国就任を見送ると発表
した。１１月にはミャンマー政府が、首都機
能を現在の首都ヤンゴンからピンマナ（ヤ
ンゴン市の北方約３００km）に移動すると発
表し、政府官庁は段階的に移動を開始した。
２００３年５月から拘束されているアウン・
サン・スー・チー女史については、国際社
会の強い働きかけにもかかわらず、解放は
実現しておらず、１１月にはミャンマー政府

は、同女史の自宅軟禁措置を６か月間延長
する手続きをとった。
ミャンマー政府は１２月から、民主化に向
けた「ロードマップ」の第１段階として、
新憲法の基本原則を審議するための国民会
議を再び開催したが、国民民主連盟
（NLD）を含む一部政党の参加は得られ
ていない。
日本は、アウン・サン・スー・チー女史
を含むすべての関係者が関与する形での国
民和解と民主化プロセスの具体的進展を求
め、対話を通じた働きかけを粘り強く行っ
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全国的な民主化運動が発生。アウン・サン・スー・チー女史が民主化運動のリーダーに。 
国軍がデモを鎮圧して国権を掌握し、国家法秩序回復評議会（SLORC）政権を樹立。スー・チー女
史は、国民民主連盟（NLD）を結成。 
政府は公式に「ビルマ式社会主義」を放棄し市場経済へ移行。 
国名の英語表記を「ビルマ連邦」から「ミャンマー連邦」に変更。 
スー・チー女史に対する自宅軟禁措置を開始。 
総選挙を実施。NLDが約８割の議席を獲得して圧勝。 
国民会議が開催される。 
NLDが国民会議をボイコット。SLORCはNLDを国民会議から除名。 
国民会議が休会となる。 
ASEANに加盟。 
SLORC解散。国家平和開発評議会（SPDC）設立。 
スー・チー女史に対する自宅での行動制限措置を開始。 
同女史に対する自宅での行動制限措置を解除。 
同女史はじめNLD関係者が地方遊説中、当局に拘束される。 
ミャンマー政府は民主化を目指す７段階の「ロードマップ」を発表。 
政府によって拘束されていたスー・チー女史が自宅に戻され、軟禁状態となる。 
ミャンマー政府とカレン民族同盟（KNU）との和平交渉開始。 
国民会議が約8年ぶりに再開（5月17日～7月9日）。 
ASEM首脳会合（於 ： ハノイ）にて、ミャンマーのASEM新規参加が承認される。 
キン・ニュン首相の更迭及び後任としてソー・ウインSPDC第一書記の首相就任を発表。 
国家防御法に基づくスー・チー女史の自宅軟禁措置を1年間延長する手続きがとられる。 
国民会議開催（～3月31日）。 
政府は、2006年のASEAN議長国就任を見送ると発表。 
政府は、首都機能をヤンゴンからピンマナに移動すると発表。 
スー・チー女史に対する自宅軟禁措置が6か月間延長される。 
国民会議開催（～2006年1月31日）。 

ミャンマー情勢クロノロジー 

ている。こうした立場から、４月のアジア
協力対話（ACD）、アジア・アフリカ首脳
会議、５月のASEM外相会合、１２月のEAS

等の機会をとらえ、首脳、外相レベルで
ミャンマーに直接働きかけた。

（１３）ラ オ ス

１２月に革命３０周年を迎えたラオスは、７
月末までの１年間にASEAN議長国とし
て、ASEAN首脳会議をはじめとする様々
な国際会議を主催するなど、国際社会にお
ける役割を高めてきている。
日本との要人往来は近年活発化してお

り、３月に外交関係設立５０周年を迎え、両
国で様々な記念文化事業が行われた。５月
にサマーン国民議会議長が、５月及び６月
にソムサワート副首相兼外相が来日し、７
月に逢沢一郎外務副大臣がラオスを訪問し
た。

４．南アジア

【総 論】
２００５年の南アジア地域は、前年から続く
インド・パキスタン関係改善への動き、近
年の経済成長等を背景に、安定を志向する

機運が維持された。
インド・パキスタン関係の改善に向けた
動きでは、４月にパキスタンのムシャラフ
大統領がインドを訪問して同国のマンモハ
ン・シン首相と会談を行い、さらに、９月
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の国連総会、１１月の南アジア地域協力連合
（SAARC）首脳会議の際にも首脳会談が
行われた。首脳レベルで関係改善の継続が
確認される中、カシミール地方を分割する
「管理ライン」を越えて同地方を横断する
スリナガル－ムザファラバード間バスの運
行開始、弾道ミサイル発射の事前通報に関
する協定の調印等、具体的な信頼醸成措置
もとられた。さらに、１０月のパキスタン等
大地震の際には、インドからパキスタンに
援助物資が提供され、救援活動目的の人の
往来や物資輸送を可能とするために「管理
ライン」上の５か所が開放された。
１１月には約２年ぶりに SAARC首脳会
議が開催され、南アジア自由貿易協定
（SAFTA）、貧困削減対策、テロ対策、
自然災害対策等に関して各国の協力の方向
性を示すダッカ宣言が採択された。具体的
進展は今後の課題であるが、高い経済成長
のために、地域における通商貿易の拡大と
安定を確保すべきとの点で意見が一致し
た。
日本との関係では、小泉総理大臣のイン
ド・パキスタン訪問（４月）、バングラデ
シュのジア首相の来日（７月）、パキスタ

ンのアジーズ首相の来日（８月）といった
首脳級はじめ多くの要人往来があった。１１
月の SAARC首脳会議では日本のオブザ
ーバー参加が原則として認められ、日本と
南アジア諸国との友好関係が一層深化・強
化された。また、前年末のスマトラ沖大地
震及びインド洋津波、１０月のパキスタン等
大地震による甚大な被害に対する日本の支
援も、南アジア諸国との関係強化を促進す
るものとなった。２００６年１月には、１０月に
就任した麻生外務大臣が二国間協議のため
のアジアで最初の訪問先としてインドとパ
キスタンを訪れ、両国との関係の更なる強
化が図られた。

（１）イ ン ド

コングレス党を中心とするシン内閣は、
左派政党の閣外協力を得つつ、比較的安定
した政権運営を行った。政権発足時に掲げ
た規制緩和や社会的弱者救済等の基本政策
に基づき、農村開発や雇用対策に優先的に
取り組むとともに、外資規制緩和や国営企
業の民営化等の経済自由化政策を継続して
いる。経済面では、引き続き IT産業の成
長がめざましく、２００４年度の実質GDP成
長率は６．９％を記録した。なお、内政面で
は、国連のイラク・石油・食糧交換計画不
正疑惑により１２月にナトワル・シン外相が
辞任した。
インドは、急速な経済成長を背景に各国
との関係を強化し、国際社会における存在

感を高めている。７月にはシン首相が訪米
し、経済、安全保障、ハイテク等の分野で
の協力に加え、民生用の原子力エネルギー
協力を行う方向で合意した。欧州諸国との
間では、ブレア英国首相がインドを、シン
首相がフランスを訪問した。９月の第６回
インド・EU首脳会談では「インド・EU
戦略的パートナーシップ」と題する共同行
動計画に基づく関係強化が合意された。こ
うした西側諸国との関係強化と同時に、伝
統的友好国であるロシアや隣国の中国との
関係強化も進めている。特に中国との間で
は、４月に温家宝総理がインドを訪問し、
「中印戦略協力パートナーシップ」の構築
や、国境問題、経済、航空、文化交流等の

アジーズ・パキスタン首相を表敬する麻生外務大臣
（２００６年１月５日、イスラマバード）
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米国 

世界が注目するインド 

●戦略的パートナーシップ関係 
●シン首相訪米（2005年7月） 
⇒民生原子力エネルギー協力
に関する合意 

●ブッシュ大統領訪印 
　（2006年3月） 
●インド最大の貿易相手国 

EU
●第6回印・ＥＵサミット 
　（2005年9月） 
⇒「印・ＥＵ戦略的パートナーシ
ップ行動計画」に合意 

●英国、フランス等の欧州各国も
個別にインドとの関係を強化 

ロシア 
●伝統的な友好関係 
●首脳同士が毎年相互訪問 
●インド軍装備の多くがロシア製 

中国 
●温家宝総理訪印 
　（2005年4月） 
⇒「平和と繁栄のための中印
戦略協力パートナーシップ」
に合意 

●経済関係が急激に拡大 

日本 
●インドは伝統的な親日国 
●小泉総理大臣訪印（2005年
4月） 
⇒「アジア新時代における日印
パートナーシップ」に合意 

●共同研究会にてEPAの可能性
を真剣に検討中 

韓国 
●カラーム大統領訪韓 
　（2006年2月） 
⇒包括的経済連携協定の交渉
開始に合意 

ASEAN
●第4回印・ＡＳＥＡＮサミット 
　（2005年12月） 
⇒テロ対策、海上安全保障、災
害管理、エネルギー等幅広
い協力に合意 

●印・ＡＳＥＡＮ経済連携協定を交
渉中 
●印・シンガポール包括的経済協
力協定を締結 
●印・タイＦＴＡ枠組協定を締結 

インド 

出典：インド商工省資料 
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分野での協力・対話の実施で合意した。中
印間では経済関係の拡大が著しく、２００４年
度の貿易額は前年度比約７割増の１２０億ド
ルに達した。韓国、ASEAN等と経済連携
に関する協議を進めるなど、他のアジア諸
国との関係強化も積極的に進めており、１２
月のEASにはシン首相が参加した。
日本との関係では、４月に小泉総理大臣
がインドを訪問した際に、シン首相との間
で、日印関係に戦略的方向性を付加するこ
とで合意し、共同声明「アジア新時代にお
ける日印パートナーシップ」とその行動計
画である「８項目の取組」を発表した。こ
れを受け、日印双方の産学官で経済関係強
化の方途について包括的に協議する「日印

共同研究会（JSG）」が作業を開始した。
２００６年１月の麻生外務大臣のインド訪問時
には、外相間で戦略的観点から対話を進め
ること、JSG の作業を踏まえ経済連携協定
の可能性を真剣に検討していくことが合意
された。

（２）パキスタン

パキスタンは、アフガニスタン国境地域
におけるアル・カーイダ掃討作戦、インド
洋における「不朽の自由作戦」に基づく海
上阻止活動（OEF-MIO）への参加等を通

じて、「テロとの闘い」に取り組んでおり、
日本の自衛隊艦船はパキスタン艦船に対す
る給油・給水活動を実施している。また、
経済面は引き続き好調で、２００４年度には

小泉総理大臣とシン・インド首相による首脳会談。会談後、日印パート
ナーシップが署名された（４月２９日、デリー 写真提供：内閣広報室）



アジア・大洋州 第１節

57外交青書 2006

８．４％の成長率を達成した。日本としても、
同国の改革努力を評価し、「穏健かつ近代
的なイスラム国家」としての同国の安定的
発展を支援している。
４月に小泉総理大臣がパキスタンを訪問
した際、両国関係の重要性及び今後の方向
性を確認する「日本・パキスタン共同宣言」
が出され、同国に対する新規円借款供与の
再開が表明された。また、麻生外務大臣が
２００６年１月にパキスタンを訪問し、人材育
成、テロ対策や軍縮・不拡散等の分野で関

係強化を図っていくことで合意した。
パキスタンは、１０月８日に発生した大地
震によりカシミール地方と北方地域を中心
に７万３，０００人以上が死亡、３００万人以上が
住居を失うという大きな被害を受けた。日
本は、地震発生直後から自衛隊部隊を含む
国際緊急援助隊の派遣、緊急援助物資の供
与、無償資金協力及び円借款による支援、
非政府組織（NGO）を通じた支援等官民
一体となった協力を続けており、計約２億
ドルの支援を行っている。

（３）スリランカ

２００４年１２月に発生したスマトラ沖大地震
及びインド洋津波はスリランカに甚大な被
害をもたらした。これを契機に、スリラン

とら

カ政府とタミル・イーラム解放の虎
（LTTE）は復旧活動で協力関係構築の動
きを見せ、６月には、国際社会からの支援
を公平に分配するための共同メカニズム設
置で合意した。これにより停滞していた和
平プロセスの再活性化が期待されたが、７
月の最高裁判所による共同メカニズム実施
の差止め決定（注５２）等によって、合意は実施
に至らず、８月にはカディルガマール外相
暗殺事件が起き、スリランカ和平は深刻な
状況に陥った。
内政面では、１１月にクマーラトゥンガ大
統領の任期満了を受けて大統領選挙が行わ
れ、事実上、ラージャパクサ首相とウィク

ラマシンハ野党総裁の一騎打ちとなった
きん さ

が、僅差でラージャパクサ首相が勝利し、
第５代大統領に就任した。ラージャパクサ
大統領は、和平を最優先課題の一つとし
て、停滞した和平プロセスの前進を明らか
にしている。
日本は、「平和の定着」への貢献という
観点から、第６回和平交渉（２００３年３月）
や「スリランカ復興開発に関する東京会議」
（同年６月）の開催を通じて、スリランカ
の和平プロセスを積極的に後押ししてき
た。２００５年、明石康政府代表は、２月、５
月、１２月にスリランカを訪問し、１月、９
月、１２月には東京会議４共同議長国会合に
出席するなど、引き続き和平実現に向けた
粘り強い活動を行っている。

（４）バングラデシュ、ネパール、ブータン

バングラデシュでは、１月のキブリア前
蔵相殺害事件、８月の国内約４００か所にお
ける同時多発爆弾事件、１０月の東部３県同
時多発爆弾事件等のテロ事件が頻発した。
こうした事件の背景としてイスラム過激派
の伸張の可能性も示唆されており、バング
ラデシュ政府は治安改善を優先課題の一つ

として取り組んでいる。
７月１１日から１５日には、ジア首相が来日
した。首脳会談では、両国の関係を一層緊
密化することで合意し、両国の関係強化、
バングラデシュの開発、多国間・地域レベ
ルでの協力に向けた具体策を示す「共同プ
レス発表」が出された。また、両首脳の立

（注５２）決定文は、津波被災者に迅速な救援・復旧・復興をもたらすという目的では共同メカニズムは正当化されるが、同メカニズム内部の地域委員会におけるプロ
ジェクト決定方法等について現行法・規則に反するとしている。
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会いの下、「日・バングラデシュ文化交流
計画」が署名された。
ネパールでは、２月１日、ギャネンドラ
国王がデウバ首相を突如解任し、自ら政権
を掌握するとともに、緊急事態令を出し
て、憲法上の自由・権利の一部を制限し、
政党関係者等を拘束した。１０月にネパール
政府は、地方選挙（２００６年１月２６日公示、
同年２月８日投票）及び下院選挙（２００７年
４月中旬まで）の実施を発表したが、政党
とマオイスト（ネパール共産党毛沢東派）
の間に連携の動きが見られ、両者は国民に

選挙のボイコットを呼びかけている。日本
は、ネパール政府に対し、民主主義の回復
を働きかけるとともに、マオイストとの対
話による和平達成を求めている。
ブータンについては、６月に現職政府要
人として初めて河井克行外務大臣政務官が
同国を訪問した。また、１０月にはワンチュ
ク国王が提唱する国民総幸福量（GNH：
Gross National Happiness）に関するシン
ポジウムを東京で開催した。２００６年は、日
本・ブータン国交樹立２０周年に当たり、両
国の更なる友好関係の発展が期待される。

５．大 洋 州

【総 論】
太平洋を挟んで日本と接する大洋州地域
には、先進２か国（オーストラリア、ニュ

とうしょ

ージーランド）と太平洋島嶼国・地域（パ
プアニューギニア、フィジーなど１２か国ほ
か）が含まれる。
オーストラリア、ニュージーランドは、
日本にとって、人権、民主主義、市場経済
といった基本的価値観を共有する重要な
国々である。
太平洋島嶼国は、戦前からの歴史的関係
や人的交流を通じ親日的な国が多く、国際

社会の諸課題に取り組む上でも日本と考え
方を共有しているところが多い。また、水
産資源の重要な供給地であるほか、日本の
輸入資源の海上輸送路でもある。これら島
嶼国は、国土・人口が小さく、島が広大な
海域に点在していることなどから、経済発
展に不利な状況にあり、政治的不安定や統
治上の問題に直面している国も多い。日本
は、太平洋の隣国としてこの困難に共に取
り組むべく、１９９７年から３年ごとに「日・
太平洋諸島フォーラム（PIF）首脳会議（太
平洋・島サミット）」（注５３）を開催するなど、
具体的な協力を積み重ねてきた。

（１）オーストラリア

日本にとってオーストラリアは、米国の
同盟国として、また、アジア太平洋地域に
位置する先進国として、地域の政治・安全
保障について多くの問題意識を共有する重
要なパートナーである。安全保障面では、
様々なレベルでの対話を行っており、東ア
ジア地域のテロ対策、大量破壊兵器等の不
拡散、国境を越える問題等の取組において
協力しているほか、日米豪で閣僚級の戦略

対話の実施を決定するなど、近年その関係
は緊密化し、貿易経済関係中心から政治安
全保障面を含むグローバルな「戦略的関係」
という新たな段階に入っている。経済面で
は、日本が工業品を輸出し、オーストラリ
アから資源、農産物等の一次産品を輸入す
るという補完的な貿易関係にある。２００３年
７月に、両国首脳間で「日豪貿易経済枠組
み」が合意され、一層の関係緊密化に向け、

（注５３）２００３年の太平洋・島サミットにおいては、太平洋諸島フォーラム（PIF）に加盟する１４か国・２地域の大統領・首相等の参加（ナウルは欠席）の下、小泉総理大
臣とガラセPIF 議長（フィジー首相）が共同議長を務め、安全保障、環境、教育・人材育成、保健・衛生、貿易・経済成長の５つの重点分野を中心に協議し、
太平洋諸島地域の「持続的な開発」の実現に向けて「より豊かで安全な太平洋のための地域開発戦略及び共同行動計画（沖縄イニシアティブ）」を採択し
た。ここでは、島嶼国のオーナーシップを尊重しつつ、日本が具体的な協力を積み重ねる点が強調されている。



アジア・大洋州 第１節

59外交青書 2006

会談を前に握手する小泉総理大臣とクラーク・ニュージー
ランド首相（６月２日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広
報室）

貿易及び投資の自由化の得失についての政
府間共同研究を約２年間にわたり実施し
た。２００５年４月の首脳会談に際しては、良
好で相互補完的な経済関係をより高度な経
済連携関係とするため、FTAの実現可能
性またはメリット・デメリットを含め、先
進国にふさわしい経済連携強化の在り方を
政府間で研究することに合意した。６月に
は、日豪社会保障協定の交渉を開始した。
この協定は社会保険料の二重払い等の問題
の解決を目的とするものであり、日本企業
等の負担軽減が期待される。両国間の相互
交流は活発であり、「愛・地球博」に際し
ては、ハワード首相、ダウナー外相はじめ
多くの要人が日本を訪問した。２００６年は日

豪友好基本条約署名３０周年等を記念した日
豪交流年とされており、一年を通じて様々
な交流事業が実施される予定である。

（２）ニュージーランド

６月にクラーク首相が訪日し、小泉総理
大臣との会談後、共同声明を出した。声明
では、両国が共通の価値観を有する地域の
パートナーであること、科学技術、人的交
流、教育、観光、林業、貿易投資といった
重点分野での協力の継続を確認し、科学技
術協力促進のための覚書が作成されたこと
を歓迎するとともに、経済関係を新たな視
点から更に強化していくとした。同声明に
はまた、アジア太平洋地域の繁栄のための
協力の重要性、東アジアにおける共同体形
成に向けた過程への積極的な参加、軍縮・
不拡散分野での協力、北朝鮮の核計画全廃
への要請、両国間の様々なレベルでの対話
の強化等を盛り込んだ。１２月にマレーシア
で行われたEASの際に、小泉総理大臣と
クラーク首相、また、麻生外務大臣とピー
ターズ外相がそれぞれ会談を行い、６月の
共同声明にうたわれた協力の継続を確認し
た。
内政では、９月の総選挙で野党第一党の
国民党が減税策を訴え、議席を大幅に伸ば
したが、与党労働党は少数政党の協力を得
て第３次クラーク政権を発足させた。国内

経済は、１９８０年代からの改革の効果が継続
しており、３％台の失業率と成長率、政府
債務残高がGDPの４分の１以下という健
全な数値を示している。また、経済構造を
知識産業型へ変革する必要性を掲げ（イノ
ベーション政策）、教育、研究開発を促進
し、バイオ、情報通信産業や映画制作といっ
た創造的産業等の振興に力を入れている。

会談後、共同記者会見に臨む小泉総理大臣とハワード・オーストラリア
首相（４月２０日、総理大臣官邸 写真提供：内閣広報室）
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（３）太平洋島嶼国

ソロモンでは民族間紛争に端を発する治
安の悪化のため、２００３年７月、オーストラ
リア等がソロモン地域支援ミッション
（RAMSI）を派遣し、治安は大幅に回復
した。日本も、破壊された教育施設の復興
や元武装兵の社会復帰支援を実施した。
２００５年７月、PIF 賢人グループはRAMSI
活動に関する報告書を承認し、ソロモン政
府が今後、同報告書の勧告に従い復興に取
り組むことになった。
太平洋島嶼国の独立以降、中国と台湾が
それぞれ各国に対し経済的支援を行い、当
該国との関係を強化している。そのような
状況の下、５月には、ナウルが台湾との国
交を樹立し、中国とは断交した。その結
果、太平洋島嶼国１２か国中、台湾と国交が
ある国は６か国、中国と国交のある国は６
か国となった。

２００５年は、博覧会賓客としての訪日をは
じめ、太平洋島嶼国の要人訪日が相次ぎ、
小泉総理大臣をはじめ日本の要人との会談
も多く実現した（パプアニューギニア、サ
モア、ミクロネシア、フィジー、バヌアツ、マ
ーシャル、パラオ、ソロモン、ナウル）（注５４）。
１０月の第１７回日・PIF 域外国対話（於：
パプアニューギニア）には有馬龍夫政府代
表が出席し、第３回太平洋・島サミットで
採択された「より豊かで安全な太平洋のた
めの地域開発戦略及び共同行動計画（沖縄
イニシアティブ）」の履行状況についての評
価を中心に意見交換を行った。また、日本
が２００６年に第４回太平洋・島サミットを主
催する意向であることを説明し、PIF 各国
の協力を求めた。これに対し、PIF 各国か
らは日本の主導的取組を歓迎し、是非協力
したいとの意向が表明された。

６．地域協力・地域間協力

【総 論】
大きな「機会」を享受し、同時に「挑戦」
に直面している今日のアジアで、東アジア
共同体に向けた動きがかつてない高まりを
見せている。東アジア共同体は経済・社会
面を中心とした地域協力の促進を通じて、
繁栄し、安定し、協調的な東アジアを実現
しようとするものである。同時に、台頭す
る中国とインドという２つの大国を、東ア
ジア地域の平和と繁栄に対して建設的に貢
献する国として迎え入れていこうという取

組でもある。
２００５年は、このような地域環境の大きな
変化の下、初の東アジア首脳会議（EAS）
が開催され、歴史的な年になった。日本は
この一年、EASの準備過程などで、東ア
ジアの一層の平和と繁栄を確保するため
様々な提案を行い、新しい地域秩序づくり
に貢献してきた。また、ASEAN＋３など
従来の枠組みでの協力、さらには東アジア
と米州諸国、欧州諸国を結びつける地域間
協力として、APECやASEMにおける協
力も積極的に推進した。

（１）EAS

EASの開催は、２００４年１１月にラオスの
ビエンチャンで開催されたASEAN＋３首
脳会議で決まり、２００５年４月のASEAN

非公式外相会議で、ASEAN＋３以外の国
にもEAS参加の道を開くことが合意され
た。５月には日本の提案で、EASの内容

（注５４）太平洋島嶼国はすべて、日本の常任理事国入りを支持。
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東アジア首脳会議（EAS）までの道のりと今後 

ASEAN＋3外相会議（ジャカルタ）日本、EASに関するイシューペーパー提出。 
 
ASEAN＋3首脳会議（ビエンチャン）2005年の第１回EAS開催を決定。 
 
ASEAN高級事務レベル会議 
 
ASEAN外相リトリート会議（セブ） 
 
 
ASEAN＋3非公式外相会議（京都） 
　　EASにインド、オーストラリア、ニュージーランドの参加を得る方向性に。 
 
ASEAN＋3外相会議（ビエンチャン）インド、オーストラリア、ニュージーランドの参加を決定。 
 
EAS、ASEAN＋３首脳会議、日・ASEAN首脳会議に向けた具体的準備。 
 
ASEAN＋3（9日）、日・ASEAN（9日）、EAS（10日）各外相会議  
ASEAN＋3（12日）、日・ASEAN（13日）、EAS（14日）各首脳会議 

 
 
ASEAN＋3外相会議、ASEAN拡大外相会議、ARF閣僚会議 
 
ASEAN＋3、日・ASEAN、第2回EAS各首脳会議 

ASEAN＋３以外の国のEASへの参加基準
につきASEAN内での合意。 
　TACへの加入 
　ASEANとの完全な対話国 
　ASEANとの実質的な協力関係 

2004年7月 
 

2004年11月 
 
 

2005年2月～4月 
 
 
 
 

2005年5月 
 
 

2005年7月 
 
 
 
 

2005年12月 
 
 
 

2006年7月 
 

2006年12月 

と形式について議論するためのASEAN＋
３非公式外相会議が京都で開催された。町
村外務大臣はEAS参加をASEAN＋３以
外の国にも開放するというASEANの決
定を評価するとともに、EASは深化して
いくプロセスであり、引き続き、その内
容・形式について、ASEANの主体性を尊
重しつつ考えていくべきであると主張し
た。こうした流れを受けて、７月にビエン
チャンで開催されたASEAN＋３外相会議
で、EASの参加国をASEAN＋３にイン
ド、オーストラリア、ニュージーランドを
加えた１６か国とすることが決まった。
日本はEASの準備過程で、将来の東ア
ジア共同体形成を視野に入れた東アジア地
域協力が、地域内外の理解と支持を得なが
ら更なる発展を遂げ、地域の平和と繁栄に
一層貢献するものとなるために確保すべき
幾つかの基本原則を提案してきた。具体的
には、第一に、地域協力の成果を域外とも
広く共有し（開放性）、協力内容について
の透明性を確保し、重要な協力パートナー
を広く協力枠組みに取り込んでいくこと
（包含性）、第二に、自由、民主主義、人

権、法の支配等の普遍的な価値を尊重し、
グローバルなルールを遵守すること、第三
に、政治的制度化を急がず、個別分野での
協力促進を通じて地域協力を深化させるこ
と（いわゆる「機能的アプローチ」）などで
ある。こうした考え方は徐々に地域各国に
も浸透してきた。
１２月１４日にマレーシアのクアラルンプー
ルで開催された第１回EASでは、各国首
脳が東アジアの将来と地域協力の在り方に

じ ゆうかったつ

ついて自由闊達に議論した。小泉総理大臣
は、将来の共同体形成も視野に入れて、
EASを地域協力の理念や原則、共通課題
への対処について戦略的・大局的観点から
議論する場に発展させたいと表明した。ま
た、鳥インフルエンザ、テロ、海賊対策、
エネルギー問題等について具体的協力を進
め、参加国の一体感を醸成すれば、EAS
は共同体形成に重要な役割を果たすことが
できると述べた。
こうした議論を経て、首脳会議終了後に
採択された「クアラルンプール宣言」では、
先に述べた日本の主張する考え方が相当程
度反映されるとともに、EASの毎年開催
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が決定されるなど、EASの今後の発展に
資する成果が得られた（注５５）。EASと共同体
形成の関係の在り方については、EASが
「共同体形成に重要な役割を果たし得る」
との文言を宣言に盛り込むことで合意が得
られた。これは、今後EASが地域協力の

発展に寄与するための重要な基礎を築く成
果と言える。さらに今後、EASが共同体
形成に実際に重要な役割を果たせるように
するため、参加１６か国間で各分野の具体的
協力の実績を上げる必要があるが、第１回
EASで鳥インフルエンザ対策に関する別
個のEAS宣言が発出されたことは、その
重要なきっかけとなるものである。
なお、会議の一部にプーチン・ロシア大
統領がゲスト参加し、次回以降のEASに
正式参加したいと表明した。これについて
は今後、参加国間で対応を検討することに
なっている。次回のEASは、２００６年１２月
１３日にフィリピンのセブ島で開催される予
定である。

（２）ASEAN＋３

アジア通貨危機を直接の契機として誕生
したASEAN＋３は、以後８年の歴史を経
て、貿易・投資、金融から環境や国境を越
える犯罪まで、１７分野で４８件の協力枠組み
を有するまでに発展してきた。２００５年に
は、経済、通貨・金融、農林、環境、国境
を越える犯罪、情報通信、文化芸術の分野
で担当閣僚会合が開催されるなど、引き続
きASEAN＋３協力が進展し、日本はこれ
ら協力の発展に貢献した。
また、日本が２００５年に行った貢献で特筆
すべきは、将来の東アジア共同体形成を視
野に入れた地域協力全体の発展に資する取
組である。具体的には、東アジア地域協力
のデータベースづくりがある。日本は、
ASEAN＋３をはじめとする地域協力の一
層の発展のためには、重層的に積み重ねら
れてきた地域協力の実態を正確に把握する
ことが不可欠であると考え、東アジア地域
協力の包括的なデータベースを作成し、７
月のASEAN＋３外相会議に提出した。こ
のデータベースは、ASEAN＋３協力を７２

件、それ以外の地域協力を３０件列挙するも
のとなり、東アジア地域協力がASEAN＋
３を中心に、それ以外の国も広範に巻き込
んで多方面に展開していることを地域で初
めて明らかにした。現在、ASEAN事務局
で日本作成のデータベースを参考に、地域
全体で共有できるASEANとしてのデー
タベース作成準備が進められている。
また、民間部門の動きとしては、８月に
東京で「東アジア・シンクタンク・ネット
ワーク」の第３回総会が開催され、東アジ
ア共同体形成に向けた政策提言をとりまと
めた。この政策提言には、開かれた地域主
義といった地域協力の健全な発展に資する
提言が数多く含まれている。この政策提言
は、政府当局者間の協議でも議論の参考と
してとりあげられた。
１２月１２日にクアラルンプールで開催され
た 第９回ASEAN＋３首 脳 会 議 で は、
ASEAN＋３協力の現状や今後の協力の在
り方について議論が行われた。小泉総理大
臣からは、鳥インフルエンザやテロ等の地

（注５５）主な成果は次のとおり。① EASは、この地域における共同体形成において「重要な役割」を果たし得る。② EASは、開放的、包含的、透明な枠組みである。③
EASでは、グローバルな規範と普遍的価値の強化に努める。④ EASでは、政治・安保、経済、社会・文化の幅広い領域にわたる分野に焦点を当てて活動す
る。⑤ EASは毎年開催する（この点は議長声明で記載）。ASEANが主催・議長となり、ASEAN年次首脳会議にあわせて開催する。

EAS参加国による外相会議（昼食会）に出席する麻生外務大臣
（１２月１０日、マレーシア・クアラルンプール）
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ASEAN＋３協力の進展 

ASEAN＋3協力の進展 関　連 

　1997年第１回ASEAN＋３首脳会議 
 
　1999年東アジアにおける協力に関する 
　共同声明（第３回ASEAN＋３首脳会議） 
 
　2001年東アジアビジョングループ報告書 
 （ASEAN＋３を東アジア首脳会議へ） 
 
　2002年東アジアスタディーグループ報告書 
 （中長期的措置としての東アジア首脳会議） 
 
 
 
 
 
　2004年第５回ASEAN＋３外相会議（ジャカルタ） 
 
　2004年第８回ASEAN＋３首脳会議（ビエンチャン） 
 
 
 
 
　2005年第９回ASEAN＋３首脳会議 
 （クアラルンプール） 
 
 
 
 
　2007年東アジア協力に関する「第二の共同声明」採択へ 

　1997年アジア通貨危機 
 
　1997年ASEANビジョン2020 
　→1998年ハノイ行動計画 
 
　1999年ASEAN＋３蔵相・中央銀行総裁代
理会合 

　1999年ASEAN10の成立（カンボジア加入） 
 
　2001年米国同時多発テロ事件 
 
　2002年小泉総理大臣シンガポールスピーチ 
 「共に歩み共に進むコミュニティ」 
　2002年印・ASEAN首脳会議 
 
　2003年日・ASEAN特別首脳会議「東京宣言」 
　中・ASEAN戦略的パートナーシップ宣言 
　バリ・コンコードⅡ 
 
　2004年豪、NZ・ASEAN首脳会議 
 （ビエンチャン） 
 
　2005年ASEAN主催緊急首脳会議 
 （津波被害への支援：ジャカルタ） 
　露・ASEAN首脳会議（クアラルンプール） 

日本：東アジア共同体、機能的協力、東アジ
ア首脳会議に関するイシューペーパー提出 

東アジア首脳会議開催の決定 

作成に合意 

域の脅威に対処する能力向上の必要性を主
張するとともに、アジアの鳥インフルエン
ザ対策支援として１．３５億ドルの支援策を表
明した。また、経済連携や通貨金融協力等
を通じた地域の一層の繁栄確保及び共通意
識の形成促進、ASEAN統合支援の重要性
等について発言した。
首脳会議後に出された「クアラルンプー
ル宣言」では、ASEAN＋３協力が引き続
き東アジア共同体形成の「主要な手段」で
あることを確認するとともに、２００７年に、

東アジア協力に関する第二共同声明等を作
成するための努力を開始することなどが確
認された。特に、この「第二共同声明」作
成合意は、豊富な実績を有するASEAN＋
３協力の勢いを維持・強化し、将来の東ア
ジア共同体形成を視野に入れた地域協力を
推進する上で新たな前進と言える。また、
地域全体の喫緊の課題である鳥インフルエ
ンザ対策について、日本が大規模な包括的
支援策を打ち出したことにより、日本の存
在感を改めて示すこととなった。

（３）日中韓協力

地理的に近接し、歴史的に深いつながり
を有する日中韓３か国の関係は、近年経済
面や文化面をはじめとして大きく進展して
いる（注５６）。２００５年には、こうした協力の進
展を確認し、今後の協力の在り方を議論す
る３国外相による日中韓外相三者委員会の

第３回会合が５月７日に京都で開催され、
今後の三国間協力推進の具体的方策や東ア
ジア地域協力、北朝鮮問題、国連改革等に
ついて意見交換が行われた。また、投資に
関する法的枠組みの創設やビジネス環境整
備、知的財産権保護について話し合う政府

（注５６）日中韓３国協力は、小渕総理大臣のイニシアティブにより、１９９９年１１月にフィリピン・マニラで３国首脳の朝食会が行われたことを契機に発展した。その後、
首脳間の意見交換が定例化し、外相をはじめ各種の閣僚レベルや事務レベルでも協力が深まっている。２００３年の首脳会議では、３国首脳による初の共同
宣言が出され、日中韓協力を「対外的に開かれた」、「未来志向」の地域協力として位置付けた。また、２００４年の首脳会議では、「三国間協力に関する行動戦
略」が発表され、首脳共同宣言の幅広い協力分野における今後の戦略的方向性を示した。
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間協議が行われ、２００６年以降も引き続きこ
れらの課題に関する協議を継続していくこ
とになった。
日中韓協力の一層の促進は、地域の平和

と繁栄に資するとともに、将来の東アジア
共同体形成も視野に入れた東アジア地域協
力の更なる発展にも貢献するものであり、
引き続き重視していく考えである。

（４）APEC

経済の発展段階、社会体制等が多様なア
ジア太平洋地域の２１か国・地域で構成され
るアジア太平洋経済協力（APEC）は、域
内の持続可能な発展を実現するため、貿
易・投資の自由化、貿易・投資の円滑化、
経済・技術協力を３つの柱として活動し、
「開かれた地域協力」と「協調的・自主的
な行動」を基本原則として、アジア太平洋
地域における共同体意識の醸成、一体性の
確保に貢献してきた。
日本経済の長期的発展・安定を確保する
上で、日本の貿易量及び直接投資の約７割
を占めるAPEC域内での経済協力を深め、
APECメンバーとの信頼関係を強化して
いくことは極めて重要である。毎年開催さ
れているAPEC首脳・閣僚会議は、経済
問題にとどまらず、テロ対策・不拡散問題
を中心とする安全保障問題をはじめ、国際
社会の主要な関心事項について率直に意見
交換する有意義な場となってきている。

２００５年は韓国が議長を務め、各種の会合
が韓国で開催された。１１月に釜山で開かれ
た第１３回首脳会議では、WTO交渉に政治
的推進力を与えるために、ドーハ開発ア
ジェンダ（DDA）交渉に関するAPEC首
脳声明が出された。鳥インフルエンザ対策
では、早期対応策等の国際協力の必要性に
各首脳の意見が一致し、「インフルエンザ
流行への備え及び影響の軽減に関する
APECイニシアティブ」が出された。日
本は「新型インフルエンザ行動計画」（１１
月１４日策定）を紹介し、必要な国際協力を
行うと言及した。
同じく１１月に釜山で開催された第１７回閣
僚会議では、１９９４年に採択されたボゴール
目標（注５７）の達成に向けたこれまでの進展状
況を評価し、今後の道程を示す中間評価報
告書（注５８）が承認された。このほか、APEC
の 節 目 の 年 で あ る２０１０年 に、日本が
APECを主催することが決定された。

（５）ASEM

アジア欧州会合（ASEM）は、アジア
と欧州の関係を強化することを目的として
１９９６年に開始された。２００４年１０月の拡大
後、アジア側から日本、中国、韓国及び
ASEAN１０か国、欧州側からEU２５か国及
び欧州委員会の合計３８か国と１機関が参加
しており、参加国全体で世界の人口の約４
割、GDPの約５割、貿易量の約６割を占
めている。政治、経済、社会・文化等を３

つの柱に、首脳会合や各種閣僚会合等を通
じて、アジアと欧州の対話と協力を深めて
いる。今日の国際社会が直面するグローバ
ルな課題に対処する上で、アジアと欧州が
ASEMを通じて対話と協力を進展させる
ことは、ますます重要となっており、日本
は、積極的役割を果たしてきている。
日本は５月に、京都迎賓館を国際会議で
初めて使ってASEM拡大後初の閣僚会合

（注５７）先進国・地域は２０１０年までに、途上国・地域は２０２０年までに、自由で開かれた貿易及び投資を達成するという目標。１９９４年のインドネシア（ボゴール宮殿）で
の首脳会議にて採択。

（注５８）２００１年の首脳会議において、先進国・地域におけるボゴール目標の達成期限である２０１０年との中間に当たる２００５年に、ボゴール目標に向けた全般的進展
の中間段階での現状把握を行うべきことで合意。これを受け、ボゴール目標の達成に向けたこれまでの進展状況を評価するとともに、今後の道程（多角的貿
易体制の支持、質の高いFTAの推進、国内制度に係る取組の実施等）についてとりまとめたもの。
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日中韓及びASEAN

東南アジア諸国連合（ASEAN） 
ブルネイ、インドネシア、マレーシア、 
タイ、フィリピン、シンガポール、ベトナム、 
ラオス、ミャンマー、カンボジア 

欧州連合（EU） 
オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ、 
デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、 
フィンランド、フランス、ハンガリー、 
アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、 
ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、 
ポルトガル、スロバキア、スロベニア、 
スペイン、スウェーデン、オランダ、英国 

日中韓三国協力 
日本、中国、韓国 

ASEAN＋3 アジア欧州会合（ASEM） 
日中韓、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド、インド 

東アジア首脳会議（EAS） 

日中韓、ASEAN、アメリカ、カナダ、 
オーストラリア、ニュージーランド、ロシア、インド、 
欧州連合（EU） 

ASEAN拡大外相会議（ASEAN・PMC） 

日中韓、ASEAN（ラオス、ミャンマー、 
カンボジアを除く）、 
米国、カナダ、オーストラリア、 
ニュージーランド、ロシア、香港、 
チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チリ、 
ペルー、パプアニューギニア（＊1） 
☆PECC事務局☆PIF事務局（＊2） 

アジア太平洋経済協力（APEC） 
日中韓、ASEAN、米国、カナダ、 
オーストラリア、ニュージーランド、 
ロシア、インド、パプアニューギニア、 
北朝鮮（＊4）、モンゴル（＊5）、 
パキスタン（＊7）、 
東ティモール、欧州連合（EU） 

日中韓、ASEAN（ラオス、ミャンマー、 
カンボジアを除く）、 
米国、カナダ、オーストラリア、 
ニュージーランド、ロシア、香港、 
チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、チリ、 
ペルー、コロンビア、エクアドル、 
太平洋島嶼諸国・地域（除くパプアニューギニア）（＊3） 

ASEAN地域フォーラム（ARF） 太平洋経済協力会議（PECC） 

日中韓、ASEAN、インド、パキスタン、バングラデシュ、バーレーン、カタール、 
カザフスタン、オマーン、クウェート、スリランカ、イラン、モンゴル、アラブ首長国連邦、 
ブータン、○ロシア（＊6）、○サウジアラビア（＊6） 

アジア協力対話（ACD） 

アジア太平洋における国際的枠組み 

（＊4）北朝鮮：2000年7月のARFに初参加。 
（＊5）モンゴル：1998年の第５回閣僚会合で参加承認。 
（＊6）○は2005年4月の外相会合で参加承認。 
（＊7）パキスタン：２００４年７月のARFに初参加。 

（＊1）はオブザーバーとして、ＡＳＥＡＮ外相会議（ＡＭＭ）に出席。 
（＊2）☆はオブザーバーとしての参加。 
（＊3）太平洋島嶼国・地域（なお、以下にオーストラリア、ニュージーランドを加えてＰＩＦ

を構成）：パプアニューギニア、フィジー、サモア、ソロモン、バヌアツ、トンガ、ナウ
ル、キリバス、ツバル、ミクロネシア、マーシャル、パラオ、クック諸島、ニウエ 

日中韓、ASEAN、EU加盟25か国及び欧州委員会 

となる第７回外相会合（FMM７）を主催
した。同会合では、町村外務大臣が議長を
務め、多国間主義の強化と安全保障上の脅
威への対応、主要な地域情勢、人間中心の
持続可能な開発の推進、文化と文明の対話
の促進等、グローバルな課題に関する議論
を主導した。また、拡大したASEMの活
動を効果的・効率的に行う方法についても
方向性を示した。これらの議論に基づき、
２００６年の第６回ASEM首脳会議に向け、
「グローバルな課題に対処するためのアジ
ア・欧州パートナーシップ」の下、対話と
具体的な協力を進めていくことになった。

FMM７の機会にはまた、日中韓外相三
者委員会、ASEAN＋３非公式外相会議の
ほか、多くの二国間外相会談が行われた。

ASEM外相会合で開会式に臨む議長の町村外務大臣ほか各国外相
（５月６日、京都迎賓館）




